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食品に関するリスクコミュニケーション 

「輸入食品の安全性確保に関する意見交換会」 

（大阪会場） 

 

日時      令和８年２月９日（月） 

13：30～16：20 

場所      CIVI北梅田研修センター ５F Hall 

 

 

○司会（森） お待たせいたしました。ただいまから、「食品に関するリスクコミュニケ

ーション「輸入食品の安全性確保に関する意見交換会」」を開催いたします。 

本日、司会を務めます、厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課の森です。よろし

くお願いいたします。 

 それでは、はじめに、本意見交換会の開催の趣旨について説明させていただきます。本

日の意見交換会は、輸入食品の安全性確保のための取組への理解を深めていただくことを

目的としており、行政、事業者による講演や会場の皆様を交えた意見交換を通じて、認識

を共有し、疑問を解消していただければと思っております。 

 輸入食品の安全性確保については、厚生労働省において、食品衛生法第23条の規定に基

づき、毎年度、食品等の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画を定め、重点

的、効率的かつ効果的な監視指導に取り組んでおります。この機会に、令和８年度の輸入

食品監視指導計画を定めるにあたりまして、皆様からの御意見を頂戴したいと考えており

ます。 

 お配りしてある資料は、次第の裏面に記載してあるとおりです。足りない資料がありま

したら近くの係の者にお伝えください。 

 本日は、はじめに行政の立場から、厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課輸入食

品安全対策室の新井より、「輸入食品の安全性確保について(令和８年度輸入食品監視指導

計画(案))」について約20分、同室の一ノ瀬より、「輸入食品の安全性確保の取り組み(輸

出国での衛生確保対策について)」約30分、説明いたします。その後、事業者代表として、

ハウス食品グループ本社株式会社の佐合徹也様より、「輸入食品の安全・安心にかかる事

業者の取り組みについて」約30分、御講演いただきます。その後、10分間の休憩を挟みま

して、意見交換を行います。消費生活アドバイザーの蒲生恵美様をファシリテーターとし

てお迎えし、会場の皆様とともに輸入食品の安全性確保について意見交換を行いますので、

御質問がある方は、御所属とお名前をおっしゃった上で御発言をお願いします。 

 なお、出席者の皆様から事前に頂きました御意見、御質問につきましては、御質問の多

かった事項を中心に、それぞれのプレゼンテーションや意見交換の中で触れさせていただ

く予定ですが、時間の都合上、全ての御質問にお答えすることが難しい場合がありますの
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で、あらかじめ御了承ください。 

 本日、御参加いただけなかった方を含め、広く情報提供させていただくことを目的に、

今回の講義資料と意見交換の様子は、議事録として厚生労働省のウェブサイトにて後日公

表予定です。後半の意見交換の議事録に、御所属・お名前を掲載させていただくことに不

都合がある方は、御発言の前にその旨をおっしゃってください。 

 閉会は16時20分を予定しております。円滑な進行に御協力いただきますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

 それでは、はじめに「輸入食品の安全性確保について（令和８年度輸入食品監視指導計

画(案)）」を、厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課輸入食品安全対策室の新井剛

史より説明いたします。皆様、資料１を御準備ください。 

 

○厚労省（新井） 皆様、こんにちは。ただいま御紹介いただきました、私は輸入食品安

全対策室の新井と申します。まずは皆様、本日の輸入食品の意見交換会に御出席いただき

まして誠にありがとうございます。また、常日頃から厚生労働省の食品安全行政に御理

解・御協力いただきまして誠にありがとうございます。この場をお借りしましてお礼を申

し上げたいと思います。 

 私からは、輸入食品の安全性確保についてということで御説明させていただきます。お

時間が少し短くなりますので、かなり足早となってしまいますが、よろしくお願いいたし

ます。 

 まず、輸入食品の安全性確保というと、真ん中にあります、輸入時対策、こちらは水際

を想像される方が多いかと思いますけれども、実は左側にあります輸出国の対策、輸入時

の対策、国内対策と、大きく３つございます。今日はこの辺りを少し詳しくお話ししてい

きたいと思います。冒頭、森からも少し話がありましたが、厚生労働省は食品衛生法に基

づきまして、輸入食品監視指導計画というのを毎年度定めております。こちらは少し冒頭

にございますけれども、翌年度の計画を定めるということがございまして、２番には実際

に書くこととか、３番の部分については、こういった計画を定めたとき、変更したときは

公表することというものが書かれております。また、４番には、実際の結果についても公

表することということが書かれております。本日の意見交換は、こういった案をつくるに

当たって、皆様に知っていただくということを目的としております。実際にパブリックコ

メントを今月の18日まで行っておりますので、是非、皆様から御意見をいただければと思

っております。 

 最後のこの公表の部分についても、こちらも全て厚生労働省のホームページに掲載して

おりますので、これまでの結果、今後この計画に基づいて行った結果、全て載っておりま

すので御覧いただければなと思います。 

 続きまして、表題としまして、「日本の食料の多くを海外に依存」と書かれております。

左側のこちらのグラフですけれども、こちらは農林水産省がまとめております、食料自給
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率のグラフでございます。下側の青い部分を見ていただければと思いますが、カロリーベ

ースということで、令和６年ですと38％となっております。こちらが自給率となりますの

で、逆に言いますと、約６割が輸入食品に頼っているということとなっております。右側

ですけれども、こちらが検疫所に届出をされました、届出の件数と重量となっております。

ピンクの部分でございますけれども、こちらが届出件数ですが、右肩上がりで伸びている

という状況でございます。青の部分でございますけれども、こちらは重量になりますが、

重量については横ばいとなっておりますが、日本の国民の数が大きく変動しておりません

ので、実際に入ってくる量としては横ばいというような状況でございます。 

 こちらが検査、あと違反の件数の推移でございまして、後ほどまた、詳しくお話をさせ

ていただきますが、青の部分がモニタリング検査、オレンジが検査命令、グレーの部分が

指導検査、黄色の部分が違反の件数を示しております。見ていただきたいのは、この平成

20・21・22年辺りですけれども、オレンジの検査命令というものが非常に高くなっていま

して、それと併せて、黄色の違反件数というのがちょっと高かったなというのが見られる

かと思います。ただ、現在の辺りを見ると横ばいというような状況になっていて、大きく

変動がないところでございますが、先ほどの説明で届出件数は右肩上がりと言わせていた

だきましたが、件数は増えておりますけれども、違反件数などが横ばいということになり

ますと、数としては少し減少傾向なのかなというのが分かると思います。 

 こちらは、輸入食品の監視体制ということで、冒頭に少しお話しさせていただきました、

輸出国、輸入時、国内の大きく３つございますけれども、それを１枚にまとめたスライド

でございます。こちらは非常によくまとまっておりますので、今日の話の中で振り返ると

いうときには、このスライドを御覧いただければなと思います。 

 少し先に進みます。では、輸出国の対策についてお話ししたいと思います。こちらにあ

りますが、「我が国の食品衛生規制の周知」とございます。輸入食品となりますので、実

際には輸出する国がございますけれども、その国が全て日本の法律を知っているかという

と、必ずしもそういうわけではございませんので、我々厚生労働省は、相手の国に日本の

制度を周知するという取組を行っております。例えば今回の監視指導計画、そういったも

のを英語版で提供するといったことや、食品衛生規制、食品衛生法、様々な通知等もござ

いますけれども、そういったものを定期的に提供する、または現地の政府担当者、食品事

業者、実際に食品を作っている方にも説明会などを通じて、日本の制度、そういったもの

を御理解いただいているという取組を行っております。 

 ２つ目ですけれども、また、知っていただくというのは非常に重要ですが、知っていた

だいても、やはり輸入時に違反が出てしまうというものがございます。そういった場合に

は、実際に我々が現地に赴きまして、実際の制度を確認したり、あとは政府関係者の方に

日本の制度を説明する、そういったことをして問題についての解決を図るということを行

っております。 

 ３つ目ですけれども、輸出国への技術協力となります。こちらはJICA等を通じて、例え
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ば残留農薬やカビ毒について、現地では検査ができないとか技術的な部分の支援をしてほ

しいというときに、日本からアドバイスをしたり、トレーニングについて日本が協力をす

ると、そういったことを行っているというものがございます。 

 続いて、こちらが令和６年度に行いました輸出国の調査になります。牛肉の現地調査で

あったり、韓国やベトナムについては、動物医薬品について現地調査をして確認をすると

いうことを行っております。こちらに写真等もございますけれども、メキシコとかノルウ

ェーについても調査を行っております。私の講義の後に一ノ瀬から、この辺の詳しい概要

についてお話をさせていただきたいと思います。 

 輸出の次ですので、輸入についてお話ししたいと思います。こちらに全国の地図がござ

いますが、検疫所の窓口等の説明となります。検疫所の窓口が32か所ございます。この赤

の塗り潰されたものと二重丸の部分、こちらが検疫所の窓口、主に港や空港にございます。

検疫所では食品の販売や営業を行うというときには届出が必要となっておりまして、その

届出書を受け付ける窓口となります。このうち二重丸の部分には検査課というところで検

査を行っております。この二重丸のところでは比較的簡単な検査を行う検査課というのが、

全国で６か所ございます。その下に輸入食品・検疫検査センターというものが星印であり

まして、こちらが横浜と神戸にございますけれども、ここでは残留農薬であったり、遺伝

子組換えとか、比較的高度な検査を行っている検査機関ということで２か所ございます。

全国の検疫所の中には輸入相談室というところがございまして、こちらは13検疫所にござ

いますので、初めて輸入する場合、また、初めてでなくても、新しい商品を輸入したい場

合、そういったときには、この輸入相談室を活用いただくということを行っています。ま

た、この検疫所には、届出の審査であったり検査、そういったものを行うものとして食品

衛生監視員という者がおりまして、全国で422人配置しております。 

 続いて、検査の制度の内訳となっています。大きく３つございまして、指導検査、モニ

タリング検査、検査命令でございますが、指導検査というものが、これまでの違反の状況

であったり、あとは過去に問題があったものについて検疫所等での通知に基づいて検査の

指導などを行っております。検査としましては、輸入者の自主的な検査の一環として実施

いただくというのが、この指導検査に当たります。続いてモニタリング検査、こちらは食

品衛生上の状況について幅広く監視をすることを目的としまして、検疫所が実施する検査

となります。この検査費用としましては、国が費用負担いたしまして、特徴としましては、

検査の結果を待たずに輸入することができるというものがモニタリング検査になります。

最後に、検査命令というもので、こちらはこれまでの検査で違反が出たようなもの、また

は、違反の可能性が高いと見込まれる食品等について行う検査となっております。この検

査命令につきましては、輸入者が費用を負担して、検査結果判明までは輸入することがで

きないという検査となります。 

 今申し上げました検査の違反の可能性であったり、検査率と併せてグラフにしたものが

こうなります。一番下からの指導検査、モニタリング検査となりますけれども、この辺り
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で違反が出てしまいますと、モニタリング検査を強化するという形となりまして、さらに

違反が続くような場合には、検査命令という形となります。それでもなかなか改善が図ら

れなくて輸入されてしまうということになりますと、包括輸入禁止措置と、こういったよ

うな取組も制度としてございます。このような輸入食品監視指導計画に基づいた結果です

けれども、全て公表させていただいておりまして、簡単に抜粋したものがこちらになりま

す。これは令和６年度になりますが、届出件数としましては、約247万件、そのうち様々

な先ほどの検査命令のところですね、モニタリング検査をした結果、約21万件の検査をし

ていると、検査率としては8.4％で、違反が731件見つかっていまして、全体からいうと

0.03％になっていると。また、モニタリング検査だったり、強化した項目、こういったも

のを抜粋しておりますが、ホームページ上にはかなり細かく掲載させていただいておりま

すので、是非、御覧いただければと思います。 

 こちらが検査命令の項目です。これも代表的なものを抜粋しております。去年の４月に

出たものということで掲載させていただいておりますが、特定の国から入ってきたものが

違反になると、追加するという行為を日々行っておりますので、かなりの頻度で更新して

おりますので、定期的に御覧いただけると良いと思います。また一つ、一昨年まではこの

全輸出国というところに、今書かれているフグやキャッサバなどのほかに、アフラトキシ

ンといったカビ毒のものがございましたが、全輸出国を対象としておりましたけれども、

昨年度からこの場でも御説明させていただきましたが、国ごとのリスク管理ができるとい

うことが分かってきておりまして、全輸出国から国ごとの管理をさせていただいておりま

す。 

 続いて、こちらが令和６年度の違反の内訳となります。左側、違反条文と書いてある数

字がございますが、食品衛生法第何条に基づく違反かということが記載されているもので

ございます。一番多いのは13と書かれていて、食品衛生法第13条でございますが、約66％

の違反、こちらは規格基準に適合しなかったものとなりまして、残留農薬の基準に合わな

かったものとか、例えば食肉製品とか清涼飲料水の基準に合わなかったもの、そういった

ものがこちらの違反に入ってまいります。 

 続いて多いのが、一番上の６と書かれていますが、食品衛生法第６条に違反するものと

いうことで、こちらについては25％となっておりますが、主にカビ毒とか、そういったも

のについての違反がこちらに含まれるものとなります。合計して下には731件の違反があ

ったということになります。 

 こちらはモニタリング検査の令和６年度の結果になります。畜産食品とか畜産加工食品

について、それぞれの検査項目について何件計画をして、何件実施して、何件違反があっ

たかというものを表しております。それぞれで分類がございますが、令和６年度に関しま

しては、約10万件の計画に対して100,982件検査をいたしまして、101％の達成率というこ

とでございます。 

 先ほど少しお話をさせていただきましたが、それとは別に輸入者の営業の禁停止処分と
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いうような制度もございますので、御紹介させていただきます。食品を輸入して違反を何

度も繰り返してしまったときには、検疫所からは再発防止を図るよう指導させていただい

ております。それでもなかなか改善が図られないというときには、法律に基づいて営業の

禁停止処分というものがございますので、御紹介させていただきます。 

このような違反をなくすように検疫所では様々な相談業務を行っておりますけれども、

こちらは相談室が行った結果となります。こちらのグラフを見ていただけると少し分かり

やすいのですが、実際の輸入時の違反というのは0.03%ございました。一方、検疫所で相

談があったときの検査率を見ますと2.2％もあったということで、非常に違反のものがあ

ったと、見つかったというのが輸入相談になります。相談の段階ですので、実際に輸入の

前に判明したということですので、こういったリスクのないところで相談をしていただい

て、その貨物が日本の食品衛生法に合っているかどうかということを確認してから入れて

いただけるのが非常にいいと思っております。 

 ３つ目の国内対策になります。今までは厚生労働省であったり、検疫所の取組をお話し

させていただきましたが、実際に国内に関しましても、各都道府県が監視指導計画という

のを定めて実施いただいております。２つ目になりますけれども、この都道府県と厚生労

働省は連携を図っております。どのように連携を図っているかと申しますと、モニタリン

グ検査の特徴が、検査の結果を待たずに流通することができるというものになりますので、

実際に国内に流通しているような場合には、法違反が判明した場合に、すぐに都道府県に

連絡をして回収、そういったところについて御協力いただいているというものでございま

す。実際に違反等が確認されましたら、厚生労働省のほうにも情報が上がってきて、輸入

時の監視に役立てるというようなことも行っております。国内でそういったリコールとい

いますか、法違反が発生した場合には回収を行いますけれども、リコール情報というのは

厚生労働省のホームページに一元的に掲載しております。輸入品に限らずリコール情報と

いうのは全てこちらに載っておりますので、何かありましたら参考に見ていただけるとい

いと思います。 

 先ほどの輸入時監視のほかに厚生労働省では、諸外国の海外情報というのも入手に努め

ております。ここにありますけれども、FDAとかCFIA、様々なところが実際に食品に関し

てのリコール情報を載せています。または、アラートという形で、日本に届く場合もござ

いまして、そういった場合には、厚生労働省からまずそういった輸入されている実績があ

るかどうかというのを確認して、もし国内で流通されているということが分かりましたら、

回収の指示であったり、先ほどのように自治体に依頼をして回収をお願いしたりとか、ま

たは、これから入ってくるものが分かれば、輸入時監視を行うというようなことを行って

おります。実際にこういった海外情報にどれだけ対応したかという数がございますが、一

番多いのは、この表示関係、アレルギーに関するものということで331件、続いて多かっ

たのが微生物関係ですね、リステリア・モノサイトゲネスという食中毒菌、また、サルモ

ネラ属菌という食中毒菌、こういったものが含まれている可能性があるとか、そういった
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情報が来たということになります。こちらは、実際にそういった情報を基に通知等を検疫

所に発出をして、監視を行った事例でございます。 

 ここからは、監視指導計画の案につきまして少し触れたいかと思います。監視指導計画

は毎年度定めておりまして、現時点で今年度から来年度にかけて大きく変更があるとか、

そういった点はございません。これまでどおりの監視指導計画を踏襲する形でやらせてい

ただこうと思っております。ポイントについて少しお話ししていきたいと思いますが、こ

ちらもモニタリング検査の実施ですけれども、今年度も約10万件で検査の実施を進めてお

りますけれども、令和８年度におきましても、約10万件を目指して対応していこうと考え

ております。 

 その２つ下、検査命令の実施ですけれども、先ほど少し御紹介させていただきましたが、

全輸出国を対象としたアフラトキシンに関しましては、国ごとの対応ということで令和８

年度も考えております。この辺りも大きな変更なく実施していきたいと思います。 

 こちらが来年度、令和８年度のモニタリング検査の内訳となります。最終的には10万件、

今年度とほぼ同じとなりますけれども、数としては少し内容を変更させていただいており

ます。こちらは※書きで少し見にくい部分もございますけれども、米やねぎや香辛料につ

いて残留農薬、そういったものについて検査を強化と書かせていただいておりますが、違

反の内容というのは毎年異なってまいりますので、届出の件数や重量、違反の内容、そう

いったものに関しまして、件数を少し変更しているというのがございます。 

 最後に御紹介ですけれども、私のほうでお話しさせていただいた内容というのは、厚生

労働省のホームページに掲載させていただいております。検疫所でどんな検査をしている

かという動画などもございますので、是非ともイメージを沸かすためにも御覧いただける

といいのかと思います。 

 私からは以上です。ありがとうございました。 

 

○司会（森） ありがとうございました。 

 続きまして、「輸入食品の安全性確保の取り組み（輸出国での衛生確保対策について）」、

厚生労働省健康・生活衛生局食品監視安全課輸入食品安全対策室の一ノ瀬史成より説明い

たします。皆様、資料２を御準備ください。 

 

○厚労省（一ノ瀬） 皆さん、こんにちは。輸入食品安全対策室の一ノ瀬と申します。 

 私から、ふだん私たちが日常業務として行っております、輸入食品の安全性確保の取組

のうち、輸出国での衛生確保の対策について、少し掘り下げて御説明いたします。輸入食

品と言われると、外国で作られている食品って本当に大丈夫なのかなと思われる方は多く

いらっしゃると思います。自分たちの見えないところ、関わりの少ないところなどで作ら

れたものに不安を感じるのは致し方ないことなのかなと思いますが、今日は、私たちの輸

出国に対する取組、働きかけを理解いただき、少しでも安心して帰っていただければとお
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話しいたします。先ほど新井からこれと同じスライドで、輸入食品については輸出国対策、

輸入時の対策、あと国内対策、この３段階で安全確保を行っていますと御説明したところ

です。この３段階の対策を取ることにより、私たちが狙っていることというのはとてもシ

ンプルなことで、日本の法律に合わない食品を日本に入ってこないようにすること、あと、

皆さんの口に入らないようにすること、すなわち食品衛生法違反となってしまうような輸

入食品をいかになくすか、それを目的に幾つか私どもは日々業務を行っております。この

３つの対策、どれも大切ですけれども、輸入時や国内に入ってからの検査、これで衛生確

保をするというのは限界があります。検査をすると、その食品が食べられなくなりますの

で、全部を検査することもできません。でも、違反にならない安全な食品が輸出国で生産

されて、輸出され、日本に持ってこれれば、はるばる日本に持ってきたのに違反になるこ

ともなく、検査をしなくても安心して食卓に並べられるわけで、この３つの対策のうち、

輸出国への対策は最も大切で効果がある施策と考えております。日本に来てからではなく、

来る前に問題をなくしておく。今日は輸出国対策のうち、特に私ども厚生労働省職員が輸

出国に赴いて行う現地調査の話を中心に御説明いたします。 

 私どもが行う輸出国対策は幾つかの柱がございます。日本の食品ルールをきちんと伝え

て理解してもらう。もちろん各国でルール、法律が違います。日本に輸出するものについ

ては、日本のルールどおりにつくってもらう必要があります。次が現地調査です。このプ

レゼンのメインの話になりますが、現地に行って、実際に自分たちの目で施設を見る現地

調査。３つ目が、二国間協議と書いておりますが、政府同士で話し合って、衛生状態の向

上に向けた二国間交渉を行って、必要であれば二国間でルールを取り決めることもありま

す。４つ目、輸出国への技術協力、より的確な検査が行われるようにJICAなどと協力して、

相手国に検査体制の構築の協力などを行っております。５つ目、政府間だけでなくて、相

手国の輸出関連業者に集まっていただき研修などを行うこともあります。この５つ、ポイ

ントとしてはコミュニケーションが多めになります。いろいろな関係者と意思疎通をよく

して、日本のことをよく知ってもらう。我々も輸出国のことをよく知った上で今後の対策

を一緒に考えるなど、相互理解を深めていきます。 

 現地調査の目的と流れです。目的ですけれども、大きくいうと５つございます。どんな

管理が行われているかの実態調査、あと政府の仕組みですとか、管理体制についても確認

します。違反が多い食品で、その問題点が分かっている場合は、その状況の確認ですとか、

その改善の促進を促すこともあります。あと、実際の工場など施設に赴いて、先ほど言っ

たような国の管理体制が行き届いているのか、過去にも違反があった工場の場合は、その

原因の改善が取られているのかということを確認することもあります。そして、現地政府

の担当者と直接意見交換をして、今後何か問題が発生した場合の協力体制も事前に構築し

ていきます。右側が、現地調査の流れですが、「入口会議」と書いておりますが、いわゆ

る調査をオープニングに行います、担当者同士の打合せ会議のようなものでして、最初に

その会議で、相手国の担当者といわゆる先ほど言ったような法律ですとか、そういったも
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のの相互理解を図ります。次に、輸出国施設や農園など、時間が許す限り、複数施設を見

て回ります。一件一件時間をかけてかなり細かく見せてもらいます。最後に、「出口会

議」としておりますが、もう一度打合せを行いまして、ここはよかった、ここは改善が必

要ですねという話も相手国とお話をしていきます。その際に、改善のために参考になるよ

うな日本の事例などがあれば紹介してくることもあります。 

 毎年数か国、現地調査を行っております。そのうち今日はノルウェーとメキシコについ

て御説明いたします。ノルウェーからは約15年ほど前から鯨が輸入されています。ノルウ

ェー産の鯨については、輸入時に多くの検査項目を行っているのですけれども、今のノル

ウェーの状況ですとか、衛生管理に沿った形で検査を実施してほしいという要請がノルウ

ェー政府側からありまして、実際に現地に赴いて、その状況を確認してきました。 

ノルウェーの概要です。イギリスと同じような立憲君主の国です。首都はオスロです、

この辺にあります。人口密度は少ないですが、海・山・氷河、北極圏に囲まれていて、人

が居住できる地域は非常に少ない国です。石油や天然ガスが取れますので、１人当たりの

GDPは日本の約３倍と、非常にお金持ちな国でもあります。 

ノルウェーからの食品の輸入状況です。地図で見ていただいたとおり、海岸線が長くて、

よい漁場に囲まれているので、ほとんどが水産物です。皆さんのイメージとしてもノルウ

ェーといえばサーモンですとかさばのイメージかと思います。非常に寒い地域ですので、

農産物は取れないので、輸入品の上位５位は全て水産物ばかり、そのため寿司など、伝統

的に魚を多く食べる日本のことをノルウェーは非常に大事な輸出先と考えています。 

ノルウェーの政府の組織図です。青丸の部分、こちらがNFSA、食品安全局といいまして、

ここが一元的に食品の衛生分野を担当しています。日本でいうと輸入品を見る検疫所、国

内流通品を見る保健所、これらが一つの組織にまとまったイメージです。さらに特徴的な

のが、このNFSAが３つの省の共管になっているというところがあります。今回見に行った

鯨ですとか水産物は、NFDという貿易・産業・漁業省というところが管轄していますので、

今回の私たちの現地調査のカウンターパートはNFDとNFSAに担ってもらいました。日本で

いう経済産業省の中に水産庁が入っているという感じは、いかにこの国が水産業を重要と

考えているかというのが分かるかと思います。 

NFSAの組織についてです。NFSAの本部はオスロにありまして、そのほか各地方にも事務

所があります。製造者が直接対応するのは、こちらの地域事務所ですとか地区事務所が業

務を行っています。NFSA、ノルウェー語ではMattilsynet（マッティルスィーネ）という

呼び方をしているようです。 

ノルウェーの食品衛生関係の法令です。よく勘違いしがちですけれども、ノルウェーは

EU加盟国ではないんです。お金もユーロではなくて、クローネというお金の単位を使って

います。ただし、EUとの経済のつながりを重要視していて、EEAという経済協定に加盟し

ていますので、食品衛生に関しては、EUの規制をそのままで国内法として導入しています。 

 ノルウェーで実際に行ってきた入口会議の内容です。ここに記載のような話をしてきま
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した。組織の説明ですとか、お互いの法令の共有ですね。あとは、ノルウェーでの水産食

品の衛生についても細かく説明をしていただきまして、日本からは鯨を中心とした食文化

についても紹介をしてきました。最適な日本向けの輸出を行ってもらうために、これらの

相互理解がとても大切ですけれども、中でも一番大切、効果があるなと思うのは、食文化

の理解を深めること、深めてもらうことと考えています。日本の場合は、刺身のように世

界的にも特殊な食文化がありまして、それに適した衛生管理が日本の国内で行われていま

す。例えば日本人であれば当たり前のことであっても、お刺身を食べる文化がない国の人

に生食をするから気をつけてねと言っても、何に気をつければいいのかという話になって

しまいます。そのため、お刺身の食文化だけじゃなく、こちらからこういった衛生管理を

していますよとそれらの衛生管理についても話してきました。ノルウェーの場合は、長年

サーモンなど生食の魚介類を輸出していて、日本は主要な輸出国と考えていますので、日

本の食文化への理解は官民ともに深いと感じました。 

 ここから、実際に見てきた施設の話をいたします。鯨の対日輸出施設について、２か所

見てきました。１件目ですが、こちらは鯨の加工船です。この船で捕鯨からカット加工、

包装、凍結、輸出するまでの全てを実行できます。この船で加工された鯨肉のほとんどが

日本向けに輸出されます。流れとしましては、まず先端にある捕鯨銃、こちらで捕鯨をし

て、こちらの甲板に引き揚げます。ある程度の大きさにぶつ切りにされた鯨は奥のほうに

あるハッチをつたって、下の工場に入れられることになります。 

こちらの左側が工場の写真です。工場といっても、トリミングしてカットして冷凍する

だけの施設ですので、非常に小さい施設ですけれども、この写っている白い部分、まな板

が外れて洗えるなど、狭いながらも機能的な衛生管理体制が取られるようになっていまし

た。右側が凍結機です。鯨の肉はここに挟まっている箱の大きさにカットされて、真空パ

ックにされて、この箱に入れて、この機械で速やかに凍結されます。 

ちょっと見にくいですけれども、凍結された製品の写真です。左側がカワ、黒い皮の部

分ですね。右側がウネスという製品で、お腹の部分の肉になります。次の左側が赤肉とい

う筋肉の部分です。面白いのは今私が説明しましたカワとかウネスとかという製品名が、

全て日本語のローマ字表記でこの箱のラベルとして書かれているんです。ノルウェーでは

基本的に赤肉相当の筋肉の部分しか食べません。彼らはこの赤肉の部分、ホエールミート

と呼びます。日本に輸出するに当たって、部位ごとの名前がないので、そのまま日本の呼

び方をローマ字表記をして、その製品名としているということで、彼らはノルウェー語で

話してくれるのですが、その会話の中に「カワ」や「ウネス」という言葉が出てきて、非

常に親しみを持てました。また、鯨は密漁などがされないように、DNAによる個体管理が

行われていまして、この右側の白いボトルに１頭ごとの肉片を入れて、港に到着したとき

にDNA検査を行うというものになります。この結果は衛生管理のトレーサビリティなどに

も用いられています。 

 鯨の施設、もう一件見てまいりまして、こちらでは実際の肉の加工をしている状況を写
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真で御紹介します。もし血液とかが嫌いだという方がいらっしゃったら、ちょっと気をつ

けてください。こちらが２件目の施設に肉を供給する捕鯨船になりますが、先ほどの船よ

り一回り、二回り小さい船になりまして、こちらでは加工まではせずに、ただ取ってくる

だけで、それを工場に納品する。鯨は水揚げ後、陸の工場に、大体この大きさで納品され

ます。この工場では右にあるブロックの大きさから作業が始まりまして、こちらの左側が

ナイフを殺菌するための高温槽になります。作業ごとにナイフを熱水で殺菌しながら、肉

のトリミングが行われます。右側の写真のように、一回り小さくなって、酸化して黒ずん

でいた肉が明るい赤色に変わっているところから、トリミングが行われていることが分か

るかと思います。今度は出荷する大きさまで細切りにして、最後、真空パックにされて、

冷蔵状態で日本向けに出荷されます。刺身のような生食を想定して加工されているんです

けども、こちらの工場は、日本の牛肉の生食加工基準のことをよく理解していて、トリミ

ング作業や、まな板ですとかナイフの頻繁な洗浄など、衛生的な作業を行っていました。 

 ２か所の鯨肉施設を見て、ノルウェーでの鯨肉の衛生管理についてまとめてみました。

両者とも日本の食文化ですとかレギュレーションをよく理解していまして、やり方は異な

るものの、それぞれ加工工程の衛生の工夫がなされています。また、鯨という生態系でい

う上位の捕食者で、汚染物質の心配がありますが、それらのうちに脂溶性の汚染物質は脂

肪を含まない筋肉部分、いわゆる赤身の部分、こちらにほとんど残留しないとする説明と

データの提供が、ノルウェー政府からありました。また、これまでの日本での検査等の実

績からも、同様の知見の確認が取れたことから、これらの脂溶性物質の汚染物質について

は、輸入時の検査対象部位を脂肪を含む部位に限定して、脂肪を含まない筋肉は対象外と

する規制の見直しを行いました。 

 次に、メキシコでの現地調査について御説明いたします。先ほどノルウェーについては

相手国からの要請に基づき現地調査を行いましたという説明をしましたが、メキシコにつ

いては、日本に食品の輸出が多い、いわゆるアボカドですとか、そういったものの輸出が

多いので、今回、アボカドの残留農薬対策ですとか、そういった視点で現地調査を行って

まいりました。メキシコの概要です。メキシコは日本より人口が少し多い国ですけれども、

面積は日本の５倍と大きな国です。北側にはアメリカという大消費地に隣接していますが、

メキシコの方に言わせると、日本も太平洋でつながった隣の国だよということで、メキシ

コ政府も日本向けの農産物、食品の輸出というのは大変重要視しています。メキシコから

の輸入状況です。熱帯産果実に今回視察を行ったアボカドが含まれています。うり科野菜

とありますが、これはカボチャの輸入量が非常に多くなっています。 

メキシコの行政組織です。メキシコの農畜水産物の安全管理については、農業・農村開

発省に属するSENASICAという組織が担っております。SENASICAは動物検疫ですとか植物防

疫も担っていますが、食品安全についても見ていまして、その組織のうち、DGIAAPという

組織がありますが、こちらが農薬の管理ですとか、あとはいわゆる農産物の汚染物質の管

理なども行っていまして、アボカドを含む農産物における安全性を担当する主要な組織で



12 

す。 

 次のスライドでは、SRRCと呼ばれる汚染リスク削減システムですとか、あとは農薬の管

理システム、BUMPという部分について御説明いたします。まずSRRCです。これでは農薬の

メキシコ国内だけでなくて、各輸出国に合わせた適正使用を目的として、使用者の安全も

含めた農薬使用全てを対象とした管理システムになっています。それぞれの農園では、こ

の管理システムに従って生産されたものが、国内・国外、市場に流通していきます。SRRC

は微生物ですとか、化学物質、あとは物理的汚染などを防ぐシステムで、先ほど言った

SENASICAが認証するものになります。認証されると２年間、その認証が維持されます。要

は２年間が期限、２年ごとに更新されます。あとは食品が市場に流通する前に、生産段階

で汚染リスクを減らしたり、生産工程に合わせた予防的安全管理の仕組みを整備したり、

日本やヨーロッパなど諸外国からの要求を満たすような安全管理をすることを目的として

います。あとメキシコでは、国の管理だけではなくて、生産団体、日本の農協のようなと

ころでも輸出アボカドの監視・監督を行っておりまして、安全性の確保に取り組んでいま

す。 

 視察していたアボカドの生産農家における管理体制についてです。見せてもらった施設

は、13農家が集まっていた生産団体でして、その団体としてSRRCの認証を受けています。

やはり農薬の使用については気をつけていまして、BUMPに基づく管理を実施しています。

農薬については使用するものが決まっていて、その使用記録をつけており、その監査が行

政機関によって行われます。実際の写真です。ちょっと分かりにくいのですけども、地平

線までアボカドの畑でした。農薬はこのような特別な倉庫を用いて管理をされています。

また、それぞれの農園に登録番号というのが付与されていまして、これによってトレーサ

ビリティができる体制が整えられていました。 

 次に、アボカドの包装施設も見せてもらいました。こちらの包装施設もSRRCという認証

を受けていまして、農園から納品されたアボカドを自主的にこの施設でも抜き打ちの検査

を行うなど、サプライヤーとなる農園側の指導も包装施設によって行われています。また、

出荷するロットですが、これを農園単位で構成をするようにされていて、最終的に売りわ

たし先でも、出荷ロットの番号が分かるようになっています。これは包装施設ですけれど

も、食品工場のようにきれいなラインになっていまして、最終的には手作業で選果が行わ

れます。このように出荷した農園がこのラベルで分かるようになっています。ごみ一つ落

ちていないような倉庫で、これは輸出先の国ごとに保管倉庫を分けているという説明があ

りました。 

 すみません、駆け足になりましたが、現地調査についての説明は以上で終わりです。輸

出入、お互いの国の相互理解については、食品安全の維持のために非常に重要な業務だと

考えています。今後も厚生労働省、こういった取組を続けてまいりますが、厚生労働省だ

けでやっていくには限界があります。私たちとともに輸入者さん一社一社が日本の制度を

よく理解した上で、輸出相手、取引先に根気強く説明していただく、こういった取組がと
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ても重要になってくると考えています。引き続き御協力のほどよろしくお願いします。 

 今日はお聞きいただいてありがとうございました。 

 

○司会（森） ありがとうございました。 

 続きまして、ハウス食品グループ本社株式会社 品質保証統括部シニアスペシャリスト

の佐合徹也様より御講演いただきます。佐合様は昭和63年にハウス食品株式会社に入社さ

れ、以降は同社の品質保証の立ち上げに従事されるなど、2000年初頭より食品メーカーの

品質保証に携わってこられました。平成18年には、一般社団法人食品産業センターに出向

され、平成29年にハウス食品株式会社に戻られてからは、品質保証部長を務められ、令和

６年よりハウス食品グループ本社株式会社品質保証統括部に所属されております。本日は、

「輸入食品の安全・安心にかかる事業所の取り組みについて」と題しまして、輸入食品に

対する事業所の取組について御講演いただきます。皆様、資料３を御準備ください。 

 それでは佐合様、よろしくお願いいたします。 

 

○ハウス食品グループ（佐合氏） 御紹介ありがとうございました。大阪に来てしゃべる

とちょっと緊張するのですけど、何か最初につかみを言わなきゃいけないなと、いつも思

っておりまして、トップのスライドはやはり大事だなと思っているのですけど、このスラ

イド、ちょっと分かりますかね、皆が一緒に食卓で食べていて笑顔になっている。これが

ある意味、ハウス食品のイメージ、もしくは大切にしたいことということになっているん

ですよ。つまり食卓、我々はカレーとかシチューとか、食卓で「おいしいよね」と、「今

日何があった」とか、そういう会話を始めるような、そういうようなビジネスをしたいよ

ねというところでこういうのがある。後ほどまた、会社の理念とかに進みたいと思います。 

 今日はこんな感じで進めます。簡単に会社の御紹介をさしあげた後に、ハウスグループ

の品質保証のお話をしてます。その後、輸入食品の安全性確保に関する取組ということと、

ちょっと下に書いてある３つのポイントについてお話をします。 

 まず、ハウス食品グループの会社の紹介をざっくりとさせていただきます。1913年に、

申し遅れましたが、ハウス食品、大阪生まれの会社でございます。大阪のここは梅田です

けど、南のほうですね、東大阪の河内小阪というところがございます。あそこに今も本社

があるのですけど、そこで工場があって云々、海外よりもともとは薬事商、大阪って薬屋

さんが多いですよね。薬事商でやっていて、漢方薬なんかをやっていたみたいで、漢方薬

って結局スパイスと同じ原料なのですよね。そこで流れができたというふうに聞いており

ます。グループ理念ですけども、食を通じて人とつながり笑顔ある暮らしをつくるグッド

パートナーを目指しています。ということで、これが先ほどの写真の話ですけども、いろ

いろな食品があります。食とか嗜好品とかお菓子とかいろいろありますけど、やはり我々

が大事にしたいのはここだよね、ここで世の中のお役に立っていきたいよねというところ

で、会社の理念というのをつくっております。グループ、今国際的に随分増えましたけど
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も、今6,000人ぐらいのグループになっています。これも御紹介の中にもあるのですけど

も、こちらの右、このカレーの製品とかがございますけども、そればかりではなくていろ

いろやっていますよというスライドですけども、こっちに健康食品で、これも見たことが

あると思いますけど、武田食品さんって分かります、これも大阪つながり、武田食品さん

と一緒に仕事をするようになりまして、それからあと海外事業のほうに「TOFU」ってある

のですけど、実は1981年ぐらいから海外のロスの「TOFU」の会社と合弁をつくりまして、

豆腐の事業をずっとしております。おかげさまで今、アメリカの大豆ブランド、植物タン

パクというところの流れによりまして、ここの事業のところも拡大してきております。あ

と、外食の事業で、CoCo壱番屋さんって御存じかと思いますけれども、そちらでカレー全

般という形になるのですけども、最近このバリューチェーンという形で、バリューチェー

ンで全体で物を作ってビジネスをしてこうという形で、会社としては動いております。こ

れも御紹介なのですけど、海外のほうですけど、ここはちょっと馴染みがないところだと

思います先ほど申し上げましたように、今海外展開が25％ぐらい占めています。今もうど

この食品メーカーも国内は皆お腹がいっぱいだよという状態なので、海外のほうで事業、

特にやはり日本食ってすばらしい文化なのですよね。見ましたよね。日本食の魅力という

のがインバウンドを通じながらどんどんどんどん広がっていっている中なので、海外のほ

うに日本食を広めていこうという動きをしております。 

 グループを図にするとこんな感じになるのですけど、今53社になりますね。ここでもマ

ロニーって分かりますかね。これも10年ぐらい前にハウス食品グループにあります、吹田

に工場があると思いますけども、マロニーという会社もハウス食品グループの中で一緒に

仕事をしております。 

 それでは、ここから品質の話をさしあげたいと思います。まず、厚生労働省のほうの資

料には品質保証という言葉がなかったかと思いますけれども、あえて言うと、ここに安

全・安心という言葉もタイトルに使っているのですけど、さすが厚生労働省は安心という

言葉は今使わないんだけど、安全性確保という形に使われているなというふうに感じまし

た。今日冒頭に御紹介がありましたように、今日リスクコミュニケーションの一環という

形でされています。ここも昔、いろいろな問題が2000年の初めぐらいに本当にあったとき

に、安全と安心は違う問題だよと、安全を確保するのが行政の役割、もしくは企業の役割、

それに対して安心するかどうかというのは、それは一人一人の消費者の心の問題という形

で整理はされて、リスクコミュニケーションというのは、それぞれ持っている情報を、や

っている事実をありのままに出して、それで信頼関係を高めていくプロセスだよというふ

うに、リスクコミュニケーションというのはなっていったと思います。今日はまさにそう

いう場であると思いますので、拝見しますと、行政の方もたくさんいらっしゃっています

し、経済を支えている方もたくさんいらっしゃっていますし、企業の方もいらっしゃって

いますし、消費者の方もいらっしゃっていますので、その方々が「なるほど」とか、日本

の食品は大丈夫だなというような気持ちになれるように、詳しく私どもから情報提供をし
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たいなと思っています。 

 ハウス食品の品質方針という話をします。ハウス食品って実は日本ではISOの9000番っ

て分かりますか。9000番台って分かりますかね。今22000とかとなっていますけど、ISOの

9000も食品の企業で初めて取った会社です。9000だと普通は車とか、いろいろ電気とかと

いうところでやっているのですけども、9000というのを初めて取った会社で、そのときに

9000というのは、安全というよりもお客様、顧客満足というところから入ってきたところ

ですけども、そんな流れもありながらですが、やたらというか、お客様という言葉が私ど

もの事業、さっきの写真もそうですよね、中にいっぱい出てきます。私たちはお客様の生

活に役立ち、お客様に認めていただける価値ある商品・サービスを提供することで、お客

様の食生活と健康に貢献していきます。行動指針としては、お客さんの立場に立って、誠

実にお客様の安全を何よりも優先。お客さんの声に耳を傾け、お客様視点で商品・サービ

スの開発と改善を継続します。お客様の信頼に応えるため、正確で分かりやすい情報を提

供していきますという形で書いております。僕なんかも今思うとですけども、リスコミの

要素なんかも、もしくは盛り込まれているなというふうに感じています。このスライドを

準備したのがさっき言ったみたいに、どこの会社もそうですけども、いろいろなふうに海

外の事業が増えたり、M&Aとかが増えていったりしていて、どこにどういうふうに品質の

機能を置くのかというところが、そういう議論をすごく活発にしております。先ほど現場

の写真もいろいろありましたけども、現場のところでやるクオリティコントロールの部分、

それからアシュアランスの部分をどこでやるのか、それを一極でやるのか、他地点に置く

のかというところの議論をしょっちゅうしております。ハウス食品はといいますと、私の

所属するハウス食品グループ本社、これは東京ですけれども、そこに統括部というものを

置いて、あと先ほどぶら下がっている会社がありましたけども、そこに品質保証部という

のを置いております。基本的に普通は品証という機能は、各社の事業会社の中に事業の単

位ごとに置いて、そこでクオリティコントロールもちろんそうですけど、現場で表示も作

らないといけませんよね、原料を採用しないといけないんですよね。それから企画書とい

ってお客様にというか、ユーザーさんに出す仕事も品証でやることが多いですけども、そ

ういう機能というのが事業会社に集まっています。あと海外も工場だけ、物を作っている

ところだけのところもありますし、もうコマーシャルも作ってやっているところもありま

すので、そこはその機能の大きさというのは、大きかったり小さかったりとかしています。 

 これは体制というか、会議みたいな話になっちゃうのですけども、８つの中でもいろい

ろ会議があって、どういうふうに手続を取って承認していくのかというのがあると思いま

すけども、そのような話です。真ん中にグループ品質保証責任者会議というのがあります

けども、年に４回、さっき言った品質保証機能を持っているところのいわゆる部長、課長

級の人が年に４回集まって、ここは技術者といいますか、実務的に専門家が集まる集団で、

逆に言うと、上はよく知らないけど、経営に携わる人という形になります。この年４回の

会議の中でそれぞれ起きてしまったトラブルであるとか、それから国際的な動向であると
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か、法律改正とかの確認であるとか、そういうことをしています。年に１回、グループ品

質保証会議というのがありますけども、どうですかね、皆さんの会社の中なんかでも、経

営陣と品質の話をすることってありますかね。ここもやはり定期的に食品会社にとって品

質安全と安心という部分が、非常にいわゆる事業リスクに間違いないわけなので、経営者

の人のいわゆる安全・安心リテラシー、あえて安心とも言いましたけど、安全・安心リテ

ラシーというのを上げておくということも非常に大事なことだというふうに考えて、グル

ープ品質保証会議なんかでは、グループ経営会議というのは毎月１回あります。そこには

もう今月もやりましたけど、国際的にこういうふうに法律が変わっていくとか、最近です

とPFASがこういうふうに規制がされてきそうだとか、そういう話とかを適宜ニュースとか

トピックスとか、経営環境がこういうふうに変わっていますよという話をここで上げてい

きます。それとは別に、年に１回のグループ品質保証会議の中では、実際にいろいろ計画

のことの進捗であるとか、それからどんな備えがあってもやはりいろいろなトラブルとい

うのが起きてしまうので、そのトラブルに対する報告があって、実際の考え方だと、報告

だという形で行っています。自分たちだけでやっているとなかなか客観性が保てないとい

うところもありますので、政府の中でも有識者という方で呼ばれてやりますよね。品質顧

問という形を設定して、今年から湯川剛一郎先生に品質顧問になっていただいて、ここの

輪に参加していただき、社長をはじめ、経営陣の前で発表する内容についてのコメントで

あったり、妥当性のところといいますか、頃合いというものを解説していただいたりとか

をしています。 

 次に、これはハウス食品の基本的な考え方ということで、検査ではなくプロセスが保証

するというページをつくりました。今日、私のキーメッセージです。検査ではなく、プロ

セスで保証するという形で、真ん中のほうにいろいろ会社の中の、要はものづくりの中の

プロセスがいっぱい書いてありますけども、それぞれの地目、生産地とか原料調達、物流

とか販売とかがありますよね。お客様のところの苦情を受けるというところもプロセスで

す。なので一つ一つ、ここもやはりISOを導入してから、こういう考え方がどんどんでき

てきたと思うのですけども、どんどんどんどん仕組みで属人化ということも随分ありまし

たけど、仕組みで対応できるようにという形で進んでいった歴史、これも会社の歴史です

けども、経過もあります。検査ではなく、今日の話もそうですけど、原料の品質保証をす

るにおいても、検査ではなくプロセスを保証するのが基本だよねという考え方で、2000年

ぐらいから、2000年っていろいろな事件があった頃ですけども、2000年初頭の頃から、

ISOを取ったのが1998年度だと思います。それからしばらくして、プロセスという考え方

がハウスの中で議論されて、もっと言うと、検査ってコストですよね。それでさっき一ノ

瀬さんの話を聞いていて思ったのですけど、現地に行って、これは大丈夫だと思ったら検

査しませんよね、する必要がないですよね。どちらが効率的か、実行可能性というところ

もあるのですけども、この流れの中で、随分昔は工場の原料管理ですね、入ってきたとき

に検査とかもめちゃくちゃあったのですけど、もうやめちまえという話で、随分減らして、
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工場に入ってきたときに原料がアウトだったらどうしようもないのですよね。もう本当に

無駄の塊にしかならないので、その前で抑えるとかという形でプロセスで保証しましょう

ねという考え方になってきました。 

 ここから、個別にさっきいろいろなプロセスがありますよねという話の中でいきます。

ここの原料の話ですが、これはショウガですけども、圃場へ行って、農薬が適切に使われ

ているかどうか、適切に使われていれば、残留農薬は超えることはないんですよね。定期

的な訪問という形で行って、加工場に行って、きれいに洗えているかとか、実際の検品で

すよね、検品も人がやはりおかしいなと思って、ちょっと夾雑物が多いなと思ったら、検

品の体制がちょっと変わっていたりもしますよね。そういうところであったりとか、あと

はX線、X線も一応全数検査という検査ですけど、大事なのはX線ではじかれたものって、

皆さん、見られますよね。X線で何かはじかれていたのかというのは大事なことなので、

農場から紛れ込んでしまったことですよね。あとは最後は妥当性確認みたいなところもあ

りますけど、できているよねというところで分析という判断という話ですね。原料でいう

と、こんな流れをどこで、程度の差はあれやっています。これはちなみに昨日見直したの

ですけど、この写真、原料原産地表示が始まったときがありますよね。５年ぐらい前です

かね、ありますよね。あのときに、これは実は中国の産地ですけども、中国の原料を外す

わけにはいかないですし、それぞれの仕組みですね、だからこういうふうにちゃんとでき

ているんですよと、国じゃないですよと、ちゃんとできているところはできている、そう

いうところをやはりお客様のほうに開示しなきゃいけないということで、これは今でもホ

ームページに載っていますけれども、そのときに作ったものですね。 

 それで次は、製品開発と書いてあるので、これはこの辺りで研究所っぽいところでやる

仕事ですけども、アセスメントというのが品質アセスメントというプロセスをつくってい

ます。安全性、品質、関連法令などチェック項目を設定し、適合しているか確認というこ

とで、もちろん製品そのものに要求されている規格基準とか、製法とかはありますけども、

この中に原料の話もあって、今日の話でいうと、新規原料の採用は特に慎重というか、そ

こには数時間かかりますね。ましてや、新しい取引先であると、メーカーさんの一応財務

データも含めて持ってきて調査、この分厚い書類を確認していくという形になっていきま

す。 

 それから次に、聞き慣れない言葉で製品仕様評価というのをやっていて、これは多分ハ

ウス食品の特徴だったと思います。2000年の半ばぐらいから始めていますね。一言で言う

と、お客様が購入するところから、使い終わって捨てるところまでを評価していくという

ことになっています。これは多分開きやすさ、ビヨーンと横になっているのは、ちょっと

開けにくくてイライラしません。イライラしますよね。場合によったらけがをしちゃった

りとか、そういうときもありますし、変に切れないかとかをやっています。これはカルト

ンですよね、カルトンの中のバチバチバチッというところで、このプロセスはここも研究

者から１回取り上げます。研究者はできちゃうから。調理もそうですけど、開けるのもシ
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ュシュシュッと上手に開けちゃうので、１回取り上げて、別の普通の感覚を持った社員に

やってもらったり、あえてまた、意地悪試験という言葉を使っているのですけど、ちょっ

とこんなことをしないかもしれないけど、するかもしれないよねというところもやったり

します。結局そういうところで思いがけない御指摘とか苦情が来てしまうというのも経験

していますので、これは全部経験の中でつくったプロセスですけど、そういうこともやっ

ています。 

 それから最後は、パッケージですね。ここはちょっと省略をします。もう切りがない。 

 今、研究所の話をしました。次に、製造工場の中での話をします。ここは分け方、それ

はそうだけど、異物混入の整理を、それから工場の中の検査、人の検査、それからフード

ディフェンス、最近だとマストになってきましたけど、フードディフェンスとかいろいろ

な取組をしています。ここも言い方を換えると、私は最終的にここの出口で製品ができて

くるわけですけども、その製品を一個一個測って、もしくは検査して保証するのではなく

て、それができるようにという形で、もういっぱいいっぱい失敗をした結果がこれです。

こういうふうにストレーナーがあったり、環境を整えるのですよね。個人個人の衣服なん

かもそうですよね。結局個人個人に気をつけろと言ってもかわいそうですよね。かわいそ

うですし、でも入っちゃったら御指摘が来るので、そうならないように会社としては環境

を整えて、どういうコスチュームが毛が抜けにくいのかというところで、これは毎年のよ

うにやっているやつですね。 

 お客様の声の活用、ここが改善の話なので、ちょっと飛ばします。いろいろお客さんの

声を反映して改善していくというところです。こんな形で、パッケージのほうもいろいろ

開示したりしています。 

 そこから安全性確認に対する取組という形でお話をしますけれども、さっき言ったよう

に、検査のお話はここではしません。検査しないように情報をどういうふうに集めて、ど

ういうふうに何を見ていてというふうに評価しているかという話をします。事業進出して

いるところに関わる情報を幅広く情報収集して、いろいろな形のものを確認しています。

ここも情報って難しいですよね。その情報がどの程度いい影響があるのかというのはその

人が分かるとは限らないので、ここで品質リスクマネジメント会議という実務者が30人ぐ

らい集まる会議ですけども、ここで情報を持ち寄って、おいおい、それはちょっとまずい

じゃないと、うちはタイでも何かをやり始めたよとか、そこの肉って前はどうだったっけ

とか、そういう確認をしたり思い出しをしたり、連想したりとかということもしています。

トラブルなんかも、さっきシステムをつくりましょうという話がありましたけれども、感

覚的にこのやばさ加減とかまずかった加減というのは一応評価をして、下にサプライヤー

管理・評価ってありますけれども、どの程度管理をしていくのか、先ほど検査命令とかモ

ニタリングとかがありましたけど、それと似たようなところですけども、上流へどのぐら

い遡って見る必要があるのかという形でやっていきます。おかげさまで資材トラブルとか

原料トラブル自身は年々減少していきます。 
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 最後に、畑からの保証ができている限られた例ですけども、ちょっと御紹介します。練

りわさびは御存じですかね。あそこに使っている原料の話ですけども、畑で作るそういう

敷地ですけども、わさびを92年からインドネシアで作っています。2021年にプロセス管理

ができていますよというグローバルGAPの認証を取りました。日本国内の事業単位で700社

ぐらいは取っているというふうには聞いています。ここも当たり前と言ったら当たり前で

すけども、先ほどやってました農家での管理をちゃんと記録を取っているだけかもしれま

せんけども、農薬の管理とか微生物の汚染とか、あとは土壌だったり水の管理とか確認と

か、労働安全とかというところで評価項目があるというのがグローバル機能ですね。これ

は繰り返しですけれども、こういうことを確認してやっていきます。 

 繰り返しになりましたけど、検査じゃなくてプロセスで保証するためにというお話をし

ましたが、正直に言って、できている濃淡というか程度、レベルというのはあります。そ

こで大丈夫なところは検査をしなくていいというところと、いや、ちょっとこれは検査を

厚めにしとかないと心配だよねと、国と一緒ですよね。というところで実際としてはハウ

ス食品で御想像より物すごい数の原料があるのですけど、それを組み合わせて管理をして

いるというのが現状です。 

 御清聴ありがとうございました。 

 

○司会（森） 佐合様、ありがとうございました。 

 では、ここで約10分間の休憩を取ります。15時５分頃に再開しますので、それまでにお

席にお戻りください。また、スクリーンにこれから投影いたしますQR、もしくは議事次第

に記載しておりますQRよりアンケートフォームにアクセスいただき、アンケートの御回答

に御協力をお願いいたします。QRが読み取れない方、または、紙での御提供を御希望の方

は、スタッフまでお声がけください。 

 また、この時間でお時間があります方は、本日配付しておりますこちらのチラシにお目

通しいただけますとありがたいです。厚生労働省では食品安全情報をX（旧Twitter）で発

信しております。こちらのチラシの右下にQRをつけておりますので、よろしければ御確認

いただければと思います。それでは、休憩に入ります。 

 

（休憩） 

 

○司会（森） それでは時間になりましたので、再開いたします。 

 ここからは、参加者の皆様の御質問にお答えしていきたいと思います。壇上には先ほど

御講演いただいた方に加え、消費生活アドバイザー 蒲生恵美様を加えた合計４名に着席

いただいております。ここからは蒲生様にファシリテーターとして進めていただきたいと

思います。 

 なお、冒頭にも申し上げましたが、議事録に御所属、お名前を掲載させていただくこと
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に不都合がある方は、その旨をおっしゃってください。可能な方は、御所属とお名前をお

っしゃった上で発言いただきますようお願いいたします。 

 また、できるだけ多くの方に御発言をいただきたいので、御発言は要点を絞っていただ

き、原則、お客様１問までといたしますので、御理解いただきますようお願いいたします。

御質問がある方、皆様から御発言いただいた後、時間があるようでしたら、２問目以降の

御質問をお受けいたします。 

 それでは蒲生様、よろしくお願いいたします。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ただいま御紹介いただきました、消費生活アドバイ

ザーの蒲生恵美と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 消費生活アドバイザーという資格をご存知の方はいらっしゃるでしょうか。内閣総理大

臣、経済産業大臣事業認定の資格で、消費者、事業者、メディア、行政、研究者など、い

ろいろな属性のステークホルダーがいるわけですが、その各ステークホルダーを橋渡しす

る、そういった役割を期待されている資格です。民間の資格ですけれども、似たような資

格で、こちらのほうが御存じの方が多いかもしれませんが、消費生活相談員、こちらは国

家資格ですが、消費生活アドバイザーを取ると消費生活相談員資格も付与されるという、

ちょっとお得な資格です。今日の輸入食品のリスクコミュニケーションもいろいろなステ

ークホルダーをつなぐ場ですので、消費生活アドバイザーとして参加させていただいた次

第です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ステークホルダー、どういう方々がご参加いただいたかですけれども、申込段階での取

りまとめでは、約36％の方が事業者の方、そして54％が行政、検査機関関係の方、そして

10％が消費者の方となっております。それぞれのお立場で御意見をいただきたいですし、

ほかのお立場の方の意見を聞く、そういった場にできればと思います。 

 今日の進め方ですけれども、冒頭の講演内容について、質疑応答の時間がございません

でした。ですので、まずは質疑応答の時間を取りたいと思います。その後に意見交換とい

う流れで進めていきたいと思います。 

 それでは、講演内容に対して御質問がおありの方はいらっしゃらないでしょうか。いら

っしゃいましたら、どの講演者へのご質問だということをお伝えいただいてお伺いしたい

のですが、いかがですか。御質問がおありの方はいらっしゃらないでしょうか。お願いし

ます。 

 

○長瀬産業（卯津羅氏） 長瀬産業、卯津羅と申します。よろしくお願いします。 

 今日いろいろ有益なお話をありがとうございました。ハウス食品の佐合さんにできる範

囲で教えていただきたいのですけども、一生懸命管理をされて食品を作って、一番最後の

ところで包材に入れて、一生懸命作っても包材でアウトだったら全部アウトになってしま

うのですけども、包装材の受入検査、受入れをするために今日お話をしていただきました
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プロセスのところでありますけども、こういうところの管理ってどうされているのか教え

ていただける範囲で言っていただけたらと思います。 

 

○ハウス食品グループ（佐合氏） 御質問ありがとうございます。原料ではなくて、食べ

るところじゃなくて、側（ガワ）というところの保証はどうかということですね。ここも

痛い目にたくさん遭ってきました。２つあって、１つは表示とかという間違い、版が違う

とか、違う版が入っていたという経験ってありますよね。そういうところについては、本

当に前のは捨てろとか、そういうレベルから始まって、版管理をしっかりしてほしいとか、

そういうのをこれもくどいほど、やはりラベルとかが結構危なくて、カルトンぐらいだと

かなり大分それなりにしているのですけども、ラベルの版管理って今どうですかね。今日

いろいろ紹介しているときりがないのですけども、バーコードを貼っているものについて

は、インラインで全部検査して、違うJANコードが入っていないかというのも全部見たり

しています。かといって、全部が全部同じ内容ではないのでというところもありました。

それから中身です。中身のほうについても、中身はちょっとなかなか分からないと言った

ら分からないのですけど、たまに油で染み出しがあるとか、そういうときにやはり多層フ

ィルの管理がうまくいっていないということがこちらで分析をして分かったので、それを

やはり原料と同じですよ、上流に行って、どういうふうに作っているんですかと聞いて、

そこの管理に関しては改善してもらったりとかというのはありました。ただ、そんなに多

くはなかったです。これから容器ポジリスが本格的に稼働して、どこまで気にしたらいい

のかとか、どこまで違反になっちゃうのかというところは不透明なところがありますけど

も、今後の課題かなとは思っています。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。御質問くださった方、いか

がですか。追加の確認等はありますか。 

 

○長瀬産業（卯津羅氏） ありがとうございます。特にさっき出ました異物とか、袋の不

出来とか、まさにやはり検査をして、上流の納入業者、そこのところのプロセスを管理し

ていると、そういうことですよね。ありがとうございました。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） 私も佐合さんの回答を伺っていて、私としてもお伺

いしたいし、この後の議論につながってくるなと思うのですが、ハウスさんは検査ではな

くてプロセスを重視するということですね。サプライヤーがどういうプロセスで管理して

いるかは、あらかじめ両社で約束をしている。でも、「あれ、何か違うぞ」となったとき

に、上流にチェックをいれるということでした。その辺は両社で取り決めたプロセス自体

が甘かったのか、それとも相手が状況の変化で約束を守らなくなったのか。いろいろなケ

ースがあるとは思いますけれども、後ほど、その辺の「予定していたどおりにはいかない
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ぞ」というときの対応について議論したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 後ほどと予告しましたが、今の時点でこういうことを特に気をつけているといったこと

はありますか。 

 

○ハウス食品グループ（佐合氏） あまり難しくはなくて、予定どおりにいかないことっ

てありますよね。人が代わったりとか、もっと言うとヒューマンエラーでうっかりという

ときもありますから、その不確実的な状態を生むものをいかに確率的に上げるかどうかと

いうところで、お互いに話し合って、お金が要る要らないとかそういうこともありますの

で、できることを話し合っていくという形になった結果かなと思っています。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） そうですね。一ノ瀬さんのお話でもコミュニケーシ

ョンという言葉がありましたが、これも大事なポイントですね。 

 それでは、ほかに何か御質問がおありの方はいらっしゃいますか。お願いします。 

 

○全大阪消費者団体連絡会（立石氏） 今日はありがとうございます。私は全大阪消費者

団体連絡会の立石といいます。よろしくお願いします。 

 今日、本当に輸入食品の監視の説明でありますとか、現地視察の報告、本当によく分か

ってありがとうございました。質問は厚生労働省の方にしたいのですけれども、本当は２

つあるんですけど、１つと言っているので、１つに絞ります。資料１の35ページにありま

す、令和８年度輸入食品監視指導計画という数字が出ています。これは去年のところと件

数はほとんど変わらずの中身で、検査は変わらず、中身が少し変わりますということだっ

たのですけれども、国ごとで検査方法を絞っていきますということのカビ毒、いわゆるア

フラトキシンの関係ですけれども、それが今年度といいますか、８年で増えているんです

よね。これのところ、国ごとで絞るということになったので、特定の国に何か危機管理と

いうか、そういうのをもって増やしているのか、それとも逆に、私が勉強不足ですけれど

も、令和６年のところに比べて７年度は増えているので、もうちょっときつく検査をしよ

うと思っているのかという、この間の近年のところの傾向とかがもし分かったら教えてい

ただきたいなと思うのですけれども、よろしくお願いいたします。 

 

○厚労省（新井） 御質問ありがとうございます。私のほうから御回答させていただきま

す。今お話を少しいただきましたけれども、35ページのところで内訳としましては、総数

は変わらないというところでございますけれども、実際には少しカビ毒が増えているとい

うところでございます。この監視指導計画の案に関しましては、この35ページの一番下の

ところに②とございますけれども、輸入の件数、または、重量、過去の違反率、また、違

反内容の危害度を勘案して我々のほうで計算等をさせていただいているという部分がござ

いまして、実際にはやはり違反等が出ているものがあるということはございます。ただ、
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前段でおっしゃっていたように、国ごとのリスクに変えたからそれがひどくなったとか、

何かそういったものが見えているとか、そういうわけではなくて、やはりその違反が見つ

けられたというところもございましたので、その部分については件数を増やしているとい

うことでございます。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。御質問くださった方、いか

がですか。追加で質問等はありませんか。 

 

○全大阪消費者団体連絡会（立石氏） はい、大丈夫です。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。 

 それでは、ほかに御質問がおありの方はいらっしゃいますか。大丈夫でしょうか。 

 この後、意見交換に入りますが、その中でも随時、さっきちょっと聞きそびれたんだけ

どということでも結構です。どうぞ気になることがありましたら、いつでも手を挙げて教

えてください。 

 それでは、意見交換も前段のプレゼンのように、輸入食品の安全性確保について、輸出

国対策について、そして事業者の取組について、大きくこの３つのテーマで進めてまいり

ます。 

 １つ目の輸入食品の安全性確保は、実は今まさに御質問くださった方の質問を私も最初

にお聞きしようかなと思っていたところです。35ページにある令和８年度の計画で、全体

の検査数は大体変わらないんだけれども、違反に合わせて内容を変更していますよという

お話でしたね。もうちょっと詳しく、こういうところを令和8年は厚めにしましたとか、

特に変更点についてお話いただければと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

○厚労省（新井） ありがとうございます。少し私の説明のときに飛ばしてしまった部分

なのでお伝えしたいなと思いますが、35ページの上の部分、※の部分に少し記載がござい

まして、米、ネギ、香辛料等の残留農薬、こちらについては届出の件数や重量、違反とい

うものが見つかったということもありまして強化、あとは雑穀、落花生、豆類加工品のカ

ビ毒、先ほどちょっと触れさせていただきましたけども、その部分について増やさせてい

ただいた。あと調味料や菓子類の添加物、少し佐合さんの話でもあったかと思いますけれ

ども、予定しないようなものが出てきてしまったり、日本では使っていないものが出てく

るという場合もございますので、そういったものが見つかったということで、少し検査の

率としては上げさせていただいたということでございます。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。 

 それから、私は去年の輸入食品の安全性確保に関する意見交換会にも参加していたので
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すけれども、そのときに「あれ」と思ったのが、アフラトキシンの検査命令で、それまで

は全輸出国を対象に検査していたものを国ごとの管理に変えたというお話がありましたよ

ね。その辺をあらためてご説明いただいてもよろしいですか。 

 

○厚労省（新井） こちらは令和６年度までは、全輸出国、ちょうど出していただいてい

ますけれども、全輸出国のところで特に２列目のところなど、ブラジル、ナッツ、アーモ

ンド、チリペッパーなどがございますが、そこにアフラトキシンと書かれていますけれど

も、全輸出国を対象としておりました。ただ、これを令和７年度から、今年度からになり

ますけれども、細かく見ていきますと、国ごとでアフラトキシンの管理ができている国と

いうものがございます。そういったものがございましたので、この全輸出国の中からはア

フラトキシンは削除しまして、実際に違反等が出ている国、しっかり管理をしなければい

けない国ということで、全輸出国からほかの部分に出して、アフラトキシンを管理すると

いう取組を行っております。たまたまこの表の中にアフラトキシンが出てこないので、ど

の国が追加か分からないかもしれませんけれども、全輸出国の管理から各国ごとの管理に

させていただいたというところが、大きな変更点でございます。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。私は当初、全輸出国からリ

スクベースで国ごとの管理に変更するというのは妥当なようで、少し緩くなったんじゃな

いか、全ての国に対して必ず検査するというほうが厳しいのではないかと思ったのですけ

れども、厚労省のお話で、ちゃんと対応しているところは、それに合わせた検査の仕方を、

そうでないところはより厳しく、そのように濃淡をつけることで、全体の底上げが期待で

きるのだと思いました。どんなに対策を頑張ったとしても必ず検査命令だというよりも、

ちゃんとやれば、検査命令から外れるかもしれないというほうが事業者のモチベーション

は上がりますよね。東京会場でそのような話があったものですから、今回の大阪会場でも

改めてスライドを御用意いただいてお話をいただきました。国ごとの状況に合わせて検査

体制に濃淡をつける。とはいえ、フグなど、生物的な問題で事業者の努力ではどうしよう

もできないものは全輸出国のままということですね。分かりました、ありがとうございま

す。 

 それでは続いてですけれども、28枚目のスライドを御覧いただいてよろしいでしょうか。

一番多いのが表示だと新井さんから御説明があって「おや」と思いました。今日ここにい

らっしゃる方は皆輸入に関心がある、実務で行っていらっしゃる、監視をしていらっしゃ

る方々ですので、釈迦に説法ですが、海外の表示、例えば英語で表記されたニュートリシ

ョン・ファクトは表示ではなく絵だと考えるようにと言われますよね。つまり、日本では

日本のルールに合った邦文の表示を貼らないといけないので、海外の表示をそのまま使う

ことはできない。そのため検疫では輸出国の表示は見ていないと聞いていたものですから、

厚労省が海外情報で、しかも一番多いのが表示だというのがちょっと意外でした。どうし
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て表示をチェックされているのか、その辺をご説明いただけますか。 

 

○厚労省（新井） ありがとうございます。今蒲生先生から少しお話もありましたが、検

疫所では輸入時には食品衛生の観点、様々な確認をしておりますが、この表示については

確認していないというのが事実でございます。実際には輸入して販売する際に、輸入者の

方、販売者の方がしっかり表示をするという形になっておりますけれども、ここにあるよ

うに、海外では表示がなかったことによってリコールとか、アラートというものが出てお

ります。そういったものは厚生労働省でもキャッチしておりますので、食品衛生の厚生労

働省の検疫所が確認するものではなかったとしても、やはり国民の皆様に影響があるもの

ということで我々は認識しておりますので、そういったリコール情報の確認が取れました

ら、実際の輸入者の方にお知らせをしたり、場合によって自治体の方にも御連絡をしたり

と、そういったような取組を行っているということでございます。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。そうですね、海外でリコー

ルがあったということは、そのサプライヤーも、まさかアレルゲンが入っているとは思っ

ておらず輸入者にも伝えていないでしょう。だとすると当然、日本側の輸入者に海外のそ

の情報を伝えることで、改めて表示の情報が正しいのかと気をつけることができるわけで

す。検疫所では調べない表示であっても事業者に伝えるべき重要な情報である、確かにそ

のとおりだなと思いました。この辺はアレルギーだけではなくて、保存方法ですとか消費

期限、賞味期限ですとか、要は食品表示法第６条第８項に当たる内容については皆やって

いらっしゃるということですよね。 

 

○厚労省（新井） そうですね、リコールとしてしっかり出てきたり、影響があるという

ものに関しましては、厚生労働省でお知らせをさせていただいております。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） 分かりました。ありがとうございます。 

 あと実は、ハウスさんに海外情報への対応の具体的事例について追加でスライドを御準

備いただきました。それでは佐合様、ご説明をお願いしてよろしいですか。 

 

○ハウス食品グループ（佐合氏） 佐合です。先ほど原料の保証、検査じゃなくて、ちょ

っと違ったですけど、情報とプロセスで実は厚みをつけていきますよという話をしました。

ハウスがそれになった原因というか、きっかけになったのが、2001年の５月の新聞ですけ

ど、これを知っている人、手を挙げてください。いなくなってきたなという感じ、もう四

半世紀前ですけど、当時は大変でしたよね。もう遺伝子組換えのものを食べちゃっている

という話だったんですよ。ちょっと製品名が出ていますけど、これはハウスが１号目だっ

たのですけど、当時10社ぐらい、ポテトですね、GMOポテトですけど、それは普通に流通
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してきて、ある程度検疫も通っちゃって、使っちゃったもので検出されちゃったという話

です。日本で未審査と書いていますが、要は未承認GMOですね。ある日、厚生労働省から

電話がかかって、明日来なさい、全品回収しなさいという回収命令でした。それで、今こ

れに限らずですけど、当時会社として認識したことがこれで、2001年５月、ちょうどGMO

の表示が始まった１か月後なのですよ。それは知っていたんですけども、あと海外のGMO

の作付の状況であるとか、もっと言うと、だから大豆とトウモロコシを分別されるという

のも今に至って検査されていますね、皆さんも、ジャガイモもそういう分別という制度が

ないとか、いろいろなものが複合的に合わさって、日本に大量に違反が出た事例だったの

かなと思うのですけど、ちょっと戻すと、国際的な行政の動向ですよね、あとは研究とか

学術関係、だからそういうものができてきているよとか、もう栽培されてきているよとか、

その後、すぐ起こったのがアクリルアミドは、多分スウェーデンですよね。スウェーデン

の大学がポンッと発表して、瞬く間に世界に広がっちゃって、皆が説明できない状態だっ

たのですよね。そういうのも含めて、追っていく必要があるよねというのが、だからこれ

は品証の新しい仕事みたいな感じですけど、という認識した課題です。 

 それで、これはさっきと同じスライドですけど、こういうことですよという話で、情報

収集をして集約して、情報はいろいろなものがありますよね。当時はインターネットはあ

まりなかったですけど、今はAIも含めていろいろな形で集めています。情報を集約して、

影響を評価をして、それから適宜経営陣に報告をして、これは経営資源が要るとか、設備

を持たないといけないとか、PFASだともうちょっと基準ができる前ですけど、念のために

調べておこうとか、どこに自衛隊の基地があるとか、そういうところで施設を調べたりと

かという形でやってきたような内容ですね。そういうことをぐるぐるぐるぐる毎月こうや

って回しているという話です。では、何を見ているのかという話ですけど、これも皆さん

は普通に使われているかなと思うのですけども、検査命令、さっきの話ですね、段階的に

やっている程度の話とか、残留農薬もどんどん変わってきて、そこのですね。それから検

査命令の話とか、法規制も、これは日本だけじゃなくて、最近海外の法規制も物すごい勢

いで変わっていますよね。変わっていて、アメリカなんかはどこに行くのか全然分からな

いぐらい変わっていくので目が離せないのですけど、だからやはり１か月１回ずつ、どう

も変わるらしいよとか、いや、それは４月からだよとか、そういうことをやって準備はこ

のぐらいまでに完了しなきゃいけないよねということをやっているという、情報管理の話

です。だからそれで保証というか、原料をちゃんと使える状態で日本に持ってこないとい

けないし、今日はリスクの話はあまり出ませんでしたけど、そういうのを守って出してい

かないと、ビジネスとしては成り立たないというところでございます。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。これも東京会場でちょっと

話題になったので、急遽スライドを追加していただきました。今のお話で、ハウスさんの

お話で「なるほどな」と思ったことがあります。冒頭のポテトの事例は、遺伝子組換え表
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示ルールが始まっていたのに、海外情報をいち早く受け取れなかったために起きた違反で

した。これは既に違反という問題が起きていることです。一方、途中でお話があったPFAS

ですとか、アメリカのレギュレーションがどの方向に向かうのだろうという話は、まだ具

体的な問題が起きていない、これからのリスクの話ですね。品質保証に関して、今海外で

問題が起きている、輸入違反が起きた、そのような事例は厚労省さんからも情報をもらえ

ますが、そういったことに対応するだけではなくて、今後を予測しながら動いていらっし

ゃるのが、さすがはハウスさんだなと思ったのですが、PFASなど以外に、最近これがやば

そうだぞと思っていることは何かありますか。 

 

○ハウス食品グループ（佐合氏） アメリカの色素もそうですけど、アメリカは合着がい

いと言っておいて、駄目と言って、逆に日本で認められている天然色素を認めさせないと

いけないとか、使える、そういう方向にも次年からなりましたけど、そういう話だったり、

原料そのものでいうと、去年にシナモンのアップルソースで鉛の食中毒が起きましたよね。

鉛が物すごく高濃度で汚染されていて、これはアラートが出たと記憶しているのですけど、

例えばそういうアラートがあったときに、そのシナモンってどこから、ハウスに輸入して

いない、日本に来ていないと、多分すぐに日本にそういう連絡が来ているはずですけど、

それともう一つですけど、もしそれがいわゆるマスコミというか、表に出てしまうと、

我々としては個々対応であるとか、それからお客様の問合せ対応の準備をしないといけな

いので、要は使っている使っていないというはっきりしたこと、もし使っているとすると、

その安全性についてどういうQ&Aとか対応をするのかというところの準備とかというとこ

ろも、そのときは必要なかったのですけど、入っていなかったので、そういうこともやっ

たりしています。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） 分かりました。ありがとうございます。 

 それでは、次の御質問を紹介します。読み上げさせていただきます。加工食品、冷凍食

品ですね、の基準と一律基準の考え方、問題とされる農薬検出のレベルについて詳しく教

えてください、というものです。こちらは新井さんですね、お願いします。 

 

○厚労省（新井） ありがとうございます。こちらについてお話をしたいのですけれども、

後半の一律の基準について少し先にお話をしたいかと思います。まず、カボチャとかニン

ジン、タマネギ、そういった作物でいいかと思いますけれども、そういった作物ごとに残

留農薬、様々な食品についての基準が定められております。ただ、全ての農薬について基

準が定められているという状況では現在はないということでして、その基準がないものに

関しまして、一律基準を設けるというものがございます。この一律基準というのが

0.01ppmという基準がございます。前半のほうの質問に入るのですけれども、この加工食

品の基準となりますと、加工食品には一部基準が設定されているものがございます。ただ、
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加工食品、様々なもの全てに基準があるというものではございませんので、この加工食品

の基準がないものも全部この一律基準、0.01なんじゃないかと思われる方がいらっしゃる

かもしれませんけれども、現在の考え方としましては、実際の作物の段階で基準が守られ

ていれば、それを作って出来上がった加工食品、こちらについては安全性が確保できてい

るという見方をしております。そういった意味で、加工食品については基準があるものに

ついては、基準を見ていただきまして、ないものにつきましては、原料段階での基準の確

認をするということで対応しております。 

 後段のほうの農薬の検出レベルにつきまして、もう少し触れたいと思いますが、農薬の

基準をつくるときには、一生涯毎日食べても影響がない値ということで、ADIというよう

な値がございます。もう一つ、食べてから24時間以内にすぐに体調の変化があるかどうか

ということで、ARfDという値がございますけれども、その２つの値を超えないように基準

値を設定されているというものでございます。そのため、仮に基準値を超えてしまったも

のを食べたからといって、すぐに健康被害が起きるというようなものではないということ

は、御説明させていただければと思います。 

 以上です。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。こちらを御質問くださった

方、いかがでしょうか。追加のご質問等はございませんか。ほかの方でも結構です。いか

がでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、１つ目のテーマ、輸入食品の安全性確保については

以上とさせていただきたいます。 

 次に、輸出国対策です。こちらに関して早速ですが、こういう御質問が来ています。代

読させていただきます。 

 輸出国での衛生確保対策について、対象国及び対象国での査察計画等、可能な範囲で開

示いただけませんでしょうかと、今回も２つの国のお話をいただきましたけれども、どう

してその国を選んだのか、どういう理由があってなのか、どういう計画に基づくものなの

かという御質問かと思います。 

 これは一ノ瀬さんですね、お願いします。 

 

○厚労省（一ノ瀬） 私から御説明します。対象国を選ぶに当たっては、幾つか判断基準

というか、考えるときに項目がありまして、まず１つが、いわゆる当該国、見に行こうと

いう国から輸入食品の量ですとか頻度などを考えて、なるべく多い作物、多く日本に輸入

されている場合、そちらの国を見にいくようになります。例えば、今日説明したメキシコ

ですと、メキシコからは比較的にアボカドの輸入が多いということで、アボカドの衛生管

理がどういうふうになっているかというところを見に行きます。あとは、過去の違反事例

ですとか、検査結果で例えば違反の傾向が多いですとか、超過する傾向が多い、そういっ
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たものの輸出国、そういったところにはなるべく行くようにしています。あとは、日本と

基準が異なったり、法規制ですとか、大きく異なるような国に対してはなるべく行って、

そういった事情を聞いてきたりします。あとは、今日説明したノルウェーとかはそうです

けれども、相手国からの要請に応じて、例えば規制を強くしているところを緩和してほし

いですとか、もう改善したので、それを見てほしい、それによって規制を緩和してほしい

という要請がある場合は、そちらを見に行って、実際にどういうふうに改善したかどうか、

どういうふうに運用しているのかというのを見に行って、大体そういった判断の材料とし

て考えるようにしています。大体その４つを総合的に考えながら、その年度はどこに行こ

うかというのを考えています。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。そうですね、輸入量が多い

もの、違反があったもの、それから相手国からの要請があった、その前、３つ目は何でし

たか。 

 

○厚労省（一ノ瀬） 規制が違うとか、法律が大きく異なる。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） そこですね、それもこの後、事業者さんの取組のと

ころでも取り上げたいなと思いますが、輸入違反はレギュレーションの違いが原因になる

ことが多いです。もちろん日本のルールを御理解いただいて、日本のルールに適合したも

のを輸入するということではあるのですが、やはりその国のルールと違うものというのは

落とし穴になりやすいですよね。ですので、特にレギュレーションが違う国に査察に行っ

ているというのは非常に重要なことだと思います。私は毎年このリスクコミュニケーショ

ンに参加させていただいて、輸出国対策の話は興味深く聞いているのですが、今までの輸

出国対策の知見を確認できるところはありますか。 

 

○厚労省（一ノ瀬） 厚生労働省のホームページの中に輸出国対策というページがありま

して、その中で二国間協議ですとか、こういった形で現地調査をした内容というものを、

こういった形で掲載しております。過去に行った国でどういったものを見てきたかという

ものも表記して書いておりますので、一応そういったところを見ていただくと、こういう

ことを日本側から行って指導したり、確認したりしているんだというのが分かっていただ

けるかと思います。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） QRコードもこちらにありますので、すぐ確認ができ

ると思います。過去の輸出国対策の事例がまとまっているということです。あと毎年のこ

の輸入食品の安全性確保に関するリスクコミュニケーションの過去のページにも、今回一

ノ瀬さんがお話しくださったようなスライドがそのまま載っていますので、各国の情報を
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是非、参考になさってください。 

 ハウスさん、いかがでしょう。厚労省さんがこのような輸出国対策をしてくださってい

るということで、何か事業者１社ではやりにくいけども、国で動いてくれるとこういうと

ころが助かるなとか、ちょっとこういうところを動いてくださいよとか、何か要望やご感

想はありますか。 

 

○ハウス食品グループ（佐合氏） さっきの食品の安全の基準の話があったかと思います

けれども、いろいろとお互いにですけど、例えばヨーロッパはヨーロッパでちょっとまと

まって基準をつくっていこうよという流れがある時点でできて、今の形になっているかな

と思っています。今、本当に一ノ瀬さんのところでいろいろな形で国の内外の違いとかと

いうのを把握していただいているというのは、20年前はほとんどそういう動きはなかった

ので、すごくありがたいなと思っているのと同時に、やはり表示が違うのはしょうがない

んです。表示は政策のための基準なので仕方がないと思うのですけど、安全性に関わる基

準というのはできる限り、摂取量が違うとかというと、なかなかまた面倒くさいのですけ

れども、合わせていただくと、やはり本当に物がコロナもへて、なかなか日本が買い負け

るとか、昔は日本のために作ってくれた国とか会社が、いや、もう別に日本はいいよと、

面倒くさいからということに、本当に安いし文句は言うしとか、異物は駄目だしとかとな

っちゃうというのが今の現状です。その上で基準がこうだとかと言うと、やはりまた、も

う日本は売らなくていいよという形に、やはりビジネスですから、向こうもなっていって

しまうので、そこのところは。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） やはり国同士でやってもらうとコミュニケーション

という観点でもとてもいいなと思います。そうですね、日本が買い負ける、とてもつらい

言葉も今ございました。 

 あと先ほど、レギュレーションの違いを確認してきていますよと、過去の輸出国査察情

報の掲載先をご紹介いただきました。言わずもがなとは思いますが、その情報は査察時の

レギュレーションですので、本当は各国のレギュレーションが現時点ではどうなっている

かすぐ分かるものがあれば、事業者としては大変ありがたいのですけれども、やはりレギ

ュレーションは日本もそうですが、各国も随時変わっていますので、その点は御留意をお

願いいたします。ありがとうございます。 

 そしてもう一つ、御質問が来ていますので代読いたします。 

 仮に国産水準を是とするなら、輸入食品の不安全はどういう違いによって生じてきたか

を類型化し、まず明らかにしないとならない。それは例えば国別の法規制が違う、今話が

出たレギュレーションの違い、それから輸入だから長距離の輸送、また、製造設備やイン

フラが違うからではないか、それとあと国ごとの文化などもそうかもしれませんが、関係

者のメンタリティ、こういったものがあると御意見を頂戴しております。これも新井さん
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ですかね、いかがでしょうか。もしこの類型化について、ほかにもあるということでした

ら合わせてご説明をお願いします。 

 

○厚労省（新井） 御質問ありがとうございます。こちらについて、先ほど一ノ瀬からも

話があったり、佐合先生からもちょっとございましたが、やはり日本と海外ですと、まず

文化が違うというのが大きいのかなと思っております。もちろん日本とは法規制も変わっ

てきますし、ここに書かれているように、なかなか日本と同じ状況ではないということが

ございますので、そういったこともございますので、我々厚生労働省としましては、相手

の国のまずは政府のほうになりますけれども、日本の制度を周知させていただくと、また、

現地から要望がありましたら、日本の制度を説明するという機会をいただいているという

ことでございます。特に４番の関与者のメンタリティというのは、少し一ノ瀬も話してい

ましたが、日本では文化として生食をするよというのがございますが、なかなか世界的に

も生で食べるという行為を行っていない方がいらっしゃいますので、そういったところに

そもそも日本はこうなんだよというのを理解いただくというのはやはり時間としては非常

にかかってくるのかなと思いますので、そこは事業者の方だけでは難しい部分もあります

ので、我々行政のほうから、日本としてこういった文化だということをお伝えした上で、

だんだん浸透させていくと、そういうようなことを取り組んでいるということがございま

す。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） そうですね、ありがとうございます。先ほど鯨の部

位は日本の言葉を使っているということでしたが、日本が重要なお客様であれば、その国

も日本に合わせて対応してくれるでしょうが、先ほど佐合さんのお話もあったように、コ

ロナ以降、特に日本が買い負けるなど非常に厳しい状況だと、ハウスさんほどの会社さん

でも苦しんでいらっしゃるとのことです。そのような環境で、それでも日本のルールを正

しく理解していただく。日本には生食ですとか、このような文化もあるんだということま

で御理解いただくために厚労省さんとしても対策をしてくださっている、そういうお話で

した。 

 この御質問に関して何か追加の御意見ですとか御質問がおありの方はいらっしゃいます

か。大丈夫そうでしょうか。 

 それでは、３つ目のテーマですね。事業者さんの取組に移りたいと思います。早速御質

問を紹介したいと思います。ちょっと長いのですけれども、代読させていただきます。 

 平成30年の食品衛生法の改正以降、輸入食品の違反件数については減少する傾向は見ら

れておりません。輸入者への指導については、各検疫所で講習会を実施していますが、参

加者は輸入者のごく一部に限られています。今後、輸入違反を減少させていくためには、

輸入者教育、輸入者教育というのがポイントかなと思うのですが、輸入者教育が必要と感

じます。そのためには動画資料や支援ツール、輸入者用の手引き書が必要だと考えますが、
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厚生労働省として具体的な対策をお考えであればお聞かせください。また、現在、改正食

品衛生法施行５年後の見直しが行われていますが、輸入加工食品の自主管理に関する指針、

ガイドラインですね、こちらの最終改正が令和３年の３月ですけれども、これの見直しに

ついては検討されているのでしょうかという御質問です。 

 こちらに関しては新井さんですね、いかがでしょうか。 

 

○厚労省（新井） 御質問ありがとうございます。まず一番下のところの改正の５年後の

見直しについて、指針の見直しは検討されているかというところでございますが、こちら

については現在指針の見直しの予定はないというところをお伝えさせていただきます。た

だ、真ん中ぐらいにも記載がございますが、輸入者教育が必要と感じますという御意見い

ただいておりますが、これはまさにそのとおりなのかなというところがあります。食品衛

生法の中では、第３条で輸入者責務というのもございまして、安全な食品を輸入するとい

うのは、国とか誰かとかではなく、輸入者の方がやはり責任を負っていただくというのが

ございます。そういった意味でも非常に重要な部分かなと思っております。それで私、少

しお話をさせていただいた中で、輸入食品の相談室のことをお伝えさせていただきました

が、輸入相談という行為は非常に有効なのかなと思っています。初めて輸入する食品とい

うだけでなくて、例えば輸入の食品に対する様々な御質問というのは相談室で受け付けて

おりますので、是非とも活用していただきたいなというところは、この場でも御紹介して

いきたいなと思います。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。そうですね、輸入者教育と

いうことで、教育といいますか、新井さんの資料にあった、輸入食品相談指導室、今日も

この場においでの指導室の方もいらっしゃると思いますが、なかなか社内で輸入者教育を

体系的にするのは難しいよという特に中小企業の皆様は検疫所の輸入食品相談指導室をご

活用いただくことが有効だと思います。 

 ハウスさんはいかがですか、輸入者教育に関してどういったことをしていらっしゃるか。

また、この御質問をくださった方が動画等の支援ツールについても書いておられます。こ

ういった教育ツールがあるといいなという具体的な御要望等はありますか。 

 

○ハウス食品グループ（佐合氏） そうですね、ハウスから直接輸入者に関わることが少

ないのですが、当たり前ですけど、お付き合いして商社さんの経験値とか、ここはちょっ

と苦手でここはやはり得意だというのがやはりあるので、そこに応じてこれをください、

あれをくださいというお願いをさしあげているというのが物の買い方の実態だと思います。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） そうですね、やはりパートナーとの関係が重要です

ね。 
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 御質問の中の、違反件数が減少していないという点はどうかと思いましたけれども、違

反事例は厚労省さんがホームページで公表していますよね、写りますか。先ほど輸出国対

策でも見ていただきましたが、違反事例としてエクセルを掲載しています。今投影してい

るものは事業者名のカットなど少し加工しています。 

 新井さん、いかがでしょう。この違反事例について、あと諸外国の違反事例サイトもあ

れば御紹介いただけますか。 

 

○厚労省（新井） 今、蒲生先生からもございましたが、もう御存じの方も多いかもしれ

ませんけれども、厚生労働省のホームページには、このような形で違反になったものは全

て公表させていただいております。エクセル形式になっておりますので、例えばどこの国

からどんなものが入っているのかとか、傾向を見たりとか、そういった部分には事業者の

方もそうですし、国民の皆様に関しましても非常に参考になるかなと思います。是非、参

考に使っていただきたいかなと思いますので、覚えていただければと思います。 

 それと併せて、各国のサイト、ちょうど準備いただいておりますけれども、FDAでは農

薬の報告、ダッシュボードという形で書いていただいていますけれども、URLから読み込

んでいただくと報告書が出たり、ページによっては、そのままグラフでどのような薬剤が

どのような検出の状況なのかということを知ることができますので、学ぶものとしまして

は、こういったホームページを御覧いただければ、今の情報としてはかなり入手しやすい

ものなのかなと思っております。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございます。FDAの情報を御紹介いただ

きました。御存知の方も多いかもしれませんが、QRコードがありますので是非アクセスし

てみてください。アメリカの違反状況が公表されていて、また、画面の下のほうにある緑

色のところですね、これは一つ一つテーブルになっていまして、クリックすると、グラフ

が出て、すぐ使えるようになっています。グラフは見やすいのですが、私が確認した範囲

ではFDAが設計したグラフになっていて、サイト利用者が自由に加工できるものではあり

ません。でも厚労省さんの違反情報はグラフにはなってないかもしれないのですが、ロー

データです。これは2025年、去年のたしか最初のほうのものですけれども、過去について

も毎月毎月の違反事例が掲載されていますので、自分の扱っている食品でどのような違反

が出ているのか、どういう国からの輸入に気をつけなければいけないのか、また、公表さ

れている原因も見出し程度の言葉で、もっと詳しい内容を知りたいというのが先ほどの御

質問の輸入者教育に使うための違反事例のコンテンツだと思うのですけれども、このエク

セルだけでもどういう違反があるのかということを、事業者さんの視点、消費者の視点で

まとめることができるようになっています。先ほどレギュレーションの話が出ましたけれ

ども、やはり日本の基準の認識不足ですとか、日本と検査法が異なるといった、海外との

差にきちんと対応しないと違反になってしまうということが表れていると思います。先ほ
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どのご質問にあった輸入者教育に使うためには、違反がどういう原因で起きたのか、どの

ような再発防止が必要なのかといった具体事例が必要だと思うのですけれども、これに関

連して、このような御質問が来ています。 

 製造元の情報を基に、輸入可能性の調査を進めると、予期せぬ添加物が検出されること

があるが、製造元でもその添加物を把握していない。このようなリスクはよくあることな

のでしょうか。という御質問です。実はこれは東京でいただいた御質問ですけれども、非

常に興味深いので、大阪の皆さんにも御覧いただくことにしました。この御質問をくださ

った方が会場にいらしたので、直接お伺いをしたのですが、サプライヤーさんから来てい

る原材料表には、その添加物が使われているという記載はなかったそうです。でも、その

国ではその添加物が使われているので、本当に大丈夫なのかと輸入者さんが意識して自分

で検査してみたら出てきましたということだったそうです。予期せぬ添加物というふうに

書いてありますが、要はそのサプライヤーさんからいただいた情報にはなかった、という

意味です。この輸入者さんは本当に優秀ですよね。国による違いをふまえた上で、自分で

リスクを予測して調べたわけです。しかし、サプライヤーから情報がなければ輸入者さん

側で気づかず違反が起きてしまうということもあるのではと思いますが、新井さん、いか

がでしょうか。違反の中でこういう予期せぬ、添加物に関してでなくても結構です、添加

物の例があったら良いですけれど、サプライヤーからの情報がないことが原因となった違

反は結構あるでしょうか。 

 

○厚労省（新井） ありがとうございます。蒲生先生からのお話もありましたが、予期せ

ぬというのがなかなか捉え方が難しい部分にはなりますけれども、我々といいますか、検

疫所のほうで輸入時監視をしていただいたときに、恐らく輸入者はそういった違反がある

ものを持ってきたいと思っている方はいらっしゃらないと思うのですね。ただ検査をする

と出てくるということはございまして、そういった意味ですと、日本で使ってはいけない

添加物が含まれるケースがあるかというと、やはりそれはございます。例えば添加物の違

反ですと、去年は140件ぐらい添加物の違反が出ておりますが、日本で使ってはいけない

指定外添加物が検出されたという違反が約３割ぐらいです。ほかは使ってもいいのですけ

れども、量を多く使用してしまったり、あとは使える対象食品を間違えてしまったりとか、

そういった違反というのがあります。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） そうですね、ありがとうございます。指定外添加物

もそうですし、使用基準の違反など日本のルールを御理解いただいていないことが原因の

場合も、先ほどの佐合さんのお話にあったように、日本が買い負けてしまうようにバイイ

ングパワーが低くなってきて、なかなか日本の言うことを聞いてもらえないとか、いろい

ろな理由があるでしょう。 

 ハウスさん、いかがですか。予期せぬという言葉、要は相手からもらった情報にはない
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んだけれども、違反の原因になってしまうものにどのような例があるでしょうか。それに

対してハウスさんはどのような対策をされていらっしゃるでしょうか。 

 

○ハウス食品グループ（佐合氏） 難しいですよね、恐らくこれは加工度がかなり高い製

品かなと思うのですよね、直接口に入れるような。我々はその下の原料段階のものが多い

ので、所詮いろいろ配合がかぶっても、こういう経験をあまりしたことはございません。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございました。 

 御手が挙がりました。お願いします。 

 

○参加者A 風船ガムも社告出てましたね。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） 今、報道されていますね。 

 

○参加者A そう、まさにそういうことが書いてあるので、そういうネット記事なんで確

認はしていないのですけども、そういうふうな添加物、表示をしなくてもいい添加物、加

工助剤などが入ってしまうと、そういった場合があるんじゃないかというふうには思って

います。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） 皆さんもあの事例だとお分かりになると思いますが、

先ほどのハウスさんのお話にあったリスク分析の会議ですね、今このような変化が起きて

いるのでということにどれだけリスク感度を上げていくことができるかということなんだ

ろうと思います。サプライヤーから受け取る情報だけではなくて、いかに正しい予測の上

で自衛していくか。実際に港の検疫所で輸入者の指導されている方に今日の御質問をあら

かじめ見ていただいて、輸入者が予期していなかったことが原因で違反につながってしま

った事例にはどういうものがあるのかお伺いしています。幾つか御紹介いただけるという

ことですので、石川さんお願いできますか。 

 

○関西空港検疫所（石川氏） 御紹介いただきました関西空港検疫所の石川と申します。

よろしくお願いします。 

 検疫所で監視している中で、こういった予期せぬ添加物が検出されるといった事例で、

原因を輸入者さんに調査をいただいた結果でよく出てくるのは、やはり原材料由来です。

特に原材料として加工食品を使っている場合なんかは、やはり内容の把握が行き届いてい

なくて違反原因になってしまうということがよく見られます。そのほかで予期せぬという

観点で少しお話を広げますと、添加物の事例ではないのですけれども、海外の政府機関、

認証を受けているような商品、こういったところを根拠に安全なものということで輸入さ
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れたんですけれども、実際に輸入して検査を行うと、日本のほうに適合していなかったと

いうことで、結果的に違反になったというような事例もありますので、やはり日本に輸入

する際には日本の法に適合するかどうか、それを確認することが大事だと思います。 

 以上です。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございました。輸出者さん自身の工場で

扱った原材料だけでなく輸出者さんが仕入れた原材料まで適切に把握していなかった。そ

れから、海外の認証を取っているから日本でも大丈夫だと思った。器具・容器包装ポジテ

ィブリスト制度は特にそういう話がありますね。日本の器具・容器包装ポジティブリスト

制度が完全施行されましたが、日本のリストに適合しているかチェックするのは難しいけ

れども、EUではオーケーだよ、アメリカではオーケーだよ、だから日本でも大丈夫でしょ

うという話は通らないという話はよく聞きました。「予期せぬ」というキーワードに関し

てハウスさん、いかがですか、何か追加することはありますか。 

 

○ハウス食品グループ（佐合氏） 最近、さっき古い話を出しましたけど、皆さん引退さ

れる方が多くて、自分の役割が昔話をすることかなということも役割として認識していま

す。指定外添加物に関するB社の事件って御存じの方、います。大変これもすさまじく大

変だったのですけど、いわゆる香料です。香料って国によってバラバラですよね。メーカ

ーなんかも出せと言っても出さないですから、そこが企業秘密だから、その割に香料メー

カーというのはいろいろ原体を国際的に融通し合って使っているという、当時はそういう

状態でした。それであるときに2002年ですか、そのときに、そういうのが普通に出回っち

ゃっているよ、これをどうするのという事件です。そのときは厚労省が基準審査課ですか

ね、当時、前面的に立って、検討会も立ち上がったと思うのですけど、これまでは申請主

義だったものを、もう国のほうで積極的に認めていきますとか、その後にフェロシアン化

カリウムもありましたよね。だから待っていて申請がないと、日本へ計画として増やさな

いという方針だったので、なんだけどグローバル的にどんどん格差というか差ができてし

まって、それでいや、使っている、混じっている、皆が食べちゃっているよとなったのが、

B社の事件とフェロシアン化カリウム、要は塩の固結防止剤なのですけど、そんなのはど

こにでも入っちゃっていると、そこで厚生労働省のほうが方針転換をなされて、自分たち

で主体的に内外の差を縮めていくというのをされて、これで随分企業としては楽になった

というふうに実感しています。これはお礼なので、ありがとうございました。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） 懐かしい話が出てまいりました。そうですね、どち

らも健康に影響がある事例ではなかったのですけれども、国のルールに合っていないとい

うことで違反は違反である。でも変えることができるルールであれば変えて、国際的な整

合性をつけることで、事業者さんは輸入しやすくなったことが過去にありましたという事
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例でした。佐合さん、このような過去の昔話をできる人が先ほどの会議に必要ですよね。

東京会場でハウスさんがお話していて、なるほど思ったのは、情報は集めて出すだけでは

誰も聞いてくれないと、その事態がどういう背景でどういう経緯があって発生して、どう

いうところに影響していくのか、そういったストーリーで伝えないと誰も耳を貸してくれ

ないよというお話があって、なるほど、まったくその通りだなと思いました。佐合さん、

どうぞこれからも過去の昔話をたくさんお伝えください。 

 さあ、いかがでしょうか。３つのテーマで進めてきましたが、今の事業者さん取組につ

いてでも結構ですし、その前のテーマについてでも結構です。何か御質問や御意見がおあ

りの方はいらっしゃいませんか。ありがとうございます。お願いします。 

 

○長瀬産業（卯津羅氏） 先ほどお話があったような国際汎用添加物のところだと思うの

ですけれども、やはり日本と海外のところで一番違うのは、食品添加物と加工助剤、日本

では加工助剤という言葉はありません。海外では加工助剤が多いようですね、それによっ

て生じる、特に輸入のときの違反事例が出てくると思います。なのでそうすると国際整合

性というのですかね、日本でもかなり法律を変えてくるのは難しいかもしれないのですけ

ども、日本の場合は食品添加物の対応庁であります規制というか定義ですね、ここに加工

助剤がないので、それでトラブルがありまして、ちょっとそこをまた考えていただければ

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） なるほど、そうですね。何かコメントはありますか。 

 

○厚労省（新井） ありがとうございます。私もさっき蒲生先生と佐合先生の話を聞きな

がら、皆さんにも最後に情報提供をしようかなと思った点もあったので、併せてお伝えし

たいかと思います。令和６年から、これまで厚生労働省で食品の基準を策定していたので

すが、現在は消費者庁に基準の策定の部局が移っているというところもございます。佐合

先生、何回も昔の話という話もありましたけれども、新しい話の件ということで、１点お

伝えしたいのが、その基準審査課では、定期的に部会というものを開いておりまして、部

会の中で、今後基準値をつくっていくとか、または、基準値をつくる必要があるかという

ことを専門家の先生と審議しております。それは基本的には公表しておりますので、新し

い情報を取りに行くという意味ですと、その部会を傍聴、または資料を見ていただくと、

今後その食品の基準とか、どういったものについてつくられていくのかとか、そういった

ものの情報が得られるんじゃないかなと思います。 

 これが１点目の情報提供と、あと国際整合性の話もちょっといただきましたので、併せ

て、コーデックスの連絡協議会というものを厚生労働省と農林水産省と消費者庁、合同で

開催をしております。これも定期的に実施しておりますが、国際的な食品規格をつくるコ

ーデックスという国際機関がございますけれども、そこに日本からも代表団が現地参加し
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て、国際的な基準の議論に参加しております。その中でどのような議論をしたのか、どの

ような結果が得られたのかというところをこのコーデックス連絡協議会で報告などを行っ

ておりますので、新しい情報という意味ですと、この辺りも皆さんに見ていただくと、最

新の情報が得られるのではないかなと思います。 

 以上です。 

 

○消費生活アドバイザー（蒲生氏） ありがとうございました。今日は輸入食品の安全性

確保、輸出国対策、そして、事業者の取組について、皆さんと情報共有してきました。言

うまでもないことですが、食品の安全性確保は消費者、事業者、行政、すべてのステーク

ホルダーの連携が必要ですので、このようなリスクコミュニケーションの場にご参加いた

だいた皆様に大変感謝申し上げます。令和8年度の輸入食品監視指導計画に関して、２月

18日までパブリックコメントを継続中ですので、今日お話しくださったことですとか、そ

れ以外でも結構です。どうぞお気づきの点がありましたらお寄せいただければと思います。 

 それではお時間が来ましたので、以上をもちまして、意見交換は終了とさせていただき

たいと思います。会場にご参加の方からたくさんのお声を聞けて大変うれしく思っており

ます。ありがとうございます。登壇者の皆様も本当にありがとうございました。 

 これで、司会の方にマイクを戻します。 

 

○司会（森） 皆様、活発な御議論をありがとうございました。本日いただいた御質問、

御意見などを今後の業務の参考にさせていただき、更なる輸入食品の安全性確保対策に取

り組んでまいりたいと思います。 

 厚生労働省では、本日、御紹介しました令和８年度輸入食品監視指導計画(案)につきま

して、パブリックコメントを募集しております。２月18日までを期日として、パブリック

コメントは、電子政府総合窓口「e-Gov」にて御意見を提出いただく方法と、電子メール

での提出、または、書面を郵送する方法の３つの方法で受け付けております。 

 また、繰り返しになりますが、今後の参考にさせていただきますので、是非、アンケー

トに御協力をお願いいたします。スクリーンに投影しておりますQR、もしくは、議事次第

に記載しておりますQRより、アンケートフォームにアクセスいただき、アンケートに御回

答ください。QRが読み取れない方、または、紙での御提出を御希望の方は、会場スタッフ

にお声がけください。紙で御提出される方は、お帰りの際に出口でお渡しいただくか、お

近くのスタッフまでお渡しください。 

 それではこれをもちまして、本日の意見交換会を終了いたします。本日は長時間にわた

りありがとうございました。どなた様も、お忘れ物のないようにお帰りください。 

 


